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一　

は
じ
め
に

㈠　

問
題
の
所
在

　

本
稿
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
宗
教
を
理
由
と
し
た
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
議
論
（reasonable accom

m
odation debate

）
の
展
開
を
憲

法
学
的
観
点
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
合
理
的
配
慮
と
は
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
規
則
や
法
律
な
ど
（
以
下
、
単
に
法
規
範
と
す
る
）

が
特
定
の
個
人
及
び
集
団
が
持
つ
属
性

―
宗
教
、
性
別
、
障
害
な
ど

―
ゆ
え
に
、
当
該
個
人
ら
に
負
担
を
課
す
の
で
あ
れ
ば
、
当
該

法
規
範
の
厳
格
な
適
用
を
緩
和
す
る
（
典
型
例
は
法
規
範
の
適
用
免
除
）
と
い
う
法
理
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
、
多
文
化
社
会
で
あ
る
カ
ナ

ダ
に
お
い
て
、
個
人
ら
の
有
す
る
多
様
な
宗
教
的
信
念
に
由
来
す
る
実
践
と
一
般
に
適
用
さ
れ
る
法
規
範
と
が
衝
突
す
る
時
に
、
如
何
な

る
調
整
を
行
う
か
べ
き
か
に
関
し
て
特
に
重
要
な
法
的
道
具
と
み
な
さ
れ
て
い（
1
）る。

　

も
と
も
と
合
理
的
配
慮
の
法
理
は
、
私
人
間
の
差
別
禁
止
を
目
的
と
す
る
人
権
法
の
領
域
に
お
い
て
、
宗
教
を
理
由
と
し
た
雇
用
上
の

間
接
差
別
に
対
す
る
審
査
手
法
及
び
救
済
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
と
り
わ
け
、
シ
ー
ク
教
徒
の
少
年
が
シ
ー
ク
教
の
宗
教
的
装

飾
物
で
あ
る
カ
ー
パ
ン
（kirpan

）

―
金
属
製
の
ダ
ガ
ー
の
よ
う
な
も
の

―
を
公
立
学
校
に
持
ち
込
む
こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ
た
ム

ル
タ
ニ
判
決
（M

ultani v. Com
m
ission scolaire M

arguerite-Bourge

（
2
）

oys

）
に
お
い
て
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
は
、
明
確
に
こ
の
法
理
を
「
権

利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
」（
以
下
、
憲
章
と
す
る
）
上
の
信
教
の
自
由
の
領
域
で
採
用
し
、
そ
の
議
論
を
過
熱
さ
せ（
3
）た。
ム
ル

タ
ニ
判
決
以
降
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
は
合
理
的
配
慮
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
判
決
に
お
い
て
、
憲
章
上
の
信
教
の
自
由
の
領
域
で
こ

の
法
理
の
射
程
を
限
定
す
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
、
こ
の
法
理
は
多
文
化
社
会
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
多
様
な
価
値
観
（
宗

教
）
の
調
整
な
い
し
管
理
方
法
と
し
て

―
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
賛
成
す
る
か
反
対
す
る
か
は
別
に
し
て

―
活
発
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
多
様
な
価
値
観
と
一
般
的
な
法
規
範
と
の
衝
突
と
い
う
問
題
は
、
行
政
国
家
の
拡
大
（
日
常
生
活
に
お
け
る
様
々
な
場
面
で
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の
政
府
の
規
制
の
存（
4
）在）
や
移
民
の
増
加
（
ホ
ス
ト
社
会
と
は
異
な
る
価
値
観
を
持
つ
集
団
の
流（
5
）入）
等
を
理
由
と
し
て
、
現
代
社
会
に
お
い
て

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
て
い（
6
）る。

そ
の
程
度
に
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
条
件
は
我
が
国
で
も
同
様
で
あ
り
、
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
我
が
国
の
将
来
的
課
題
に
備
え
る
意
味
で
も
、
多
文
化
国
家
と
し
て
こ
う
し
た
問
題
が
鮮
明
に
顕
現
し
て
い
る
カ
ナ
ダ
の
経

験
を
考
察
し
て
お
く
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

筆
者
は
、
多
様
な
価
値
観
の
調
整
方
法
と
し
て
合
理
的
配
慮
の
法
理
が
有
用
で
あ
る
と
す
る
立
場
の
擁
護
を
試
み
る
つ
も
り
だ
が
、
こ

の
法
理
は
、
次
の
二
つ
の
見
解
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
合
理
的
配
慮
は
少
数
派
に
対
し
て
配
慮
を
し
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
典
型
的
に
は
一
般
的
な
法
規
範
か
ら
の
適
用
免
除
を
要
求
す
る
合
理
的
配
慮
は
、
免
除
措
置
を
行
う
こ
と
で
当
該
法
規
範
本

来
の
目
的
を
妨
げ
る
上
に
、
少
数
派
に
特
権
を
与
え
る
と
す
る
も
の
で
あ（
7
）る。
第
二
に
、
こ
の
法
理
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
存
す
る
体
制

（
規
則
や
法
律
ま
た
は
制
度
）
を
温
存
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
の
免
除
を
場
合
に
応
じ
て
容
認
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、「
真
の
平
等
」
足
り

え
な
い
、
と
す
る
も
の
が
あ（
8
）る。
第
一
の
見
解
に
対
し
て
は
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
の
構
造
と
限
界
を
適
切
に
捉
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
懸

念
は
相
当
程
度
解
消
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
本
稿
の
後
半
で
主
張
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
第
二
の
立
場
に
対
す
る
応
答
は
容
易
で
は
な

い
。
こ
の
立
場
に
立
つ
論
者
ら
の
議
論
は
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
に
対
す
る
単
な
る
批
判
に
留
ま
ら
ず
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
リ
ベ
ラ

ル
で
多
文
化
主
義
的
な
信
教
の
自
由
解
釈
そ
の
も
の
に
根
本
的
な
疑
義
を
呈
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の

第
二
の
見
解
に
対
す
る
応
答
は
本
稿
と
は
独
立
に
扱
う
こ
と

―
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
理
に
関
す
る
多
文
化
主
義
的
検
討
も
続
稿
に
委

ね
る
こ
と
と
な
ろ
う

―
と
し
、
こ
こ
で
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
法
理
の
構
造
を
検
討
し
、
第
一
の
見
解
に
対
す
る
擁
護

を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
う
し
た
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
本
稿
は
、
ま
ず
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
合
理
的
配
慮
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
使
用
さ
れ
る
用
語
に
つ
い
て

整
理
す
る
（
第
一
章
第
二
節
）。
次
に
、
こ
の
法
理
が
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
で
初
め
て
採
用
さ
れ
た
人
権
法
の
判
例
を
概
観
し
、
そ
の
構
造

を
明
ら
か
に
し
て
お
く
（
第
二
章
）。
こ
の
点
を
検
討
す
る
の
は
、
憲
章
が
問
題
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
人
権
法
上
の
審
査
手
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法
が
参
照
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
を
憲
章
上
の
信
教
の
自
由
に
お
い
て
明
確
に
採
用
し
、
こ
の
論

争
を
過
熱
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
ム
ル
タ
ニ
判
決
以
降
の
信
教
の
自
由
の
ケ
ー
ス
を
中
心
に
概
観
し
、
連
邦
最
高
裁
の
こ
の
法
理
に
対
す

る
姿
勢
を
分
析
す
る
（
第
三
章
）。
最
後
に
、
や
や
限
定
的
に
は
な
る
が
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
法
理
に
関
す
る
議
論
に
つ

い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
（
第
四
章
）。

㈡　

用
語
の
整
理

　

ま
ず
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
議
論
で
は
、
“reasonable

”と
い
う
形
容
詞
が
つ
く
場
合
と
単
に
“accom

m
odation

”と
の

み
記
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
用
語
法
と
し
て
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な（
9
）い。
こ
の
点
、
後
述
す
る
合
理
的
配
慮
の
限
界

を
考
察
す
る
「
過
度
の
負
担
」
基
準
を
伴
う
場
合
に
、
特
に
“reasonable

”と
い
う
形
容
詞
が
付
さ
れ
て
い
る
と
み
る
余
地
も
あ
る
が
、

必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
ど
ち
ら
の
場
合
も
「
合
理
的
配
慮
（
の
法
理
）」
と
記
す
こ
と
に
す
）
10
（
る
。
も
っ
と
も
、
前
述

（
さ
ら
に
後
述
）
の
よ
う
に
こ
の
語
の
含
意
は
多
様
で
あ
る
た
め
、
合
理
的
配
慮
と
訳
す
こ
と
が
文
脈
上
ミ
ス
リ
ー
ド
と
な
り
得
る
場

合

―
と
り
わ
け
、
そ
の
典
型
例
で
あ
る
個
別
的
な
適
用
免
除
を
意
味
す
る
“exem

ption

”と
“accom

m
odation

”が
互
換
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
場
合

―
は
括
弧
内
に
原
語
を
付
し
た
上
で
、
異
な
る
訳
語
を
あ
て
て
い
る
。

　

次
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
議
論
で
は
、
あ
る
個
人
ら
が
合
理
的
配
慮
の
要
求
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
、
そ

の
裏
返
し
と
し
て
、
政
府
に
「
合
理
的
配
慮
を
行
う
義
務
（duty to accom

m
odation

）」
が
発
生
し
て
い
る
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
そ
こ
に
主
観
的
権
利
か
ら
独
立
し
た
客
観
法
的
含
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
合
理
的
配
慮
は
、
あ
く
ま
で
人
権
法
上
の
差
別
か
ら

の
自
由
な
い
し
憲
章
上
の
信
教
の
自
由
に
基
づ
く
権
利
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
）
11
（
う
。
も
っ
と
も
、
合
理
的
配
慮
の
要
求
は

単
な
る
法
規
範
か
ら
の
適
用
免
除
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
形
態
は
多
様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
消
極
的
権
利
の
側
面
だ
け

で
な
く
、
積
極
的
権
利
の
側
面
も
観
念
さ
れ
得
）
12
（

る
。
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二　

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
法
理
の
導
入
と
そ
の
構
造

　

カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
が
合
理
的
配
慮
に
つ
い
て
最
初
に
判
断
を
示
し
た
の
は
、
一
九
八
五
年
の
オ
マ
リ
ー
判
決
（O

’Malley v. 

Sim
psons-Se

）
13
（ars
）
で
あ
る
。
こ
の
判
決
で
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
憲
章
二
条
ａ
項
の
信
教
の
自
由
な
い
し
一
条
に
よ
る
そ
の
制
限
で
は

な
く
、
人
権
法
に
基
づ
く
宗
教
を
理
由
と
し
た
差
別
の
禁
止
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
オ
マ
リ
ー
判
決
以
降
の
人
権
法
の
ケ
ー
ス
を
概
観
し
、

合
理
的
配
慮
の
法
理
の
議
論
構
造
を
提
示
す
る
が
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
前
に
、
そ
も
そ
も
人
権
法
と
は
何
か
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し

て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人
権
）
14
（

法
は
、
私
人
間
に
お
け
る
差
別
の
禁
止
を
目
的
と
し
た
制
定
法
で
あ
り
、
連
邦
の
も
）
15
（

の
と
各
州
が
そ
れ
ぞ
れ
制

定
し
た
も
）
16
（
の
と
が
存
在
す
る
。
具
体
的
に
は
、
雇
用
や
施
設
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
、
人
種
、
信
条
、
宗
教
、
年
齢
、

性
別
、
性
的
指
向
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
肌
の
色
、
身
体
的
及
び
精
神
的
障
害
、
結
婚
に
関
す
る
地
位
等
を
理
由
と
す
る

差
別
を
禁
止
す
る
。
な
お
、
こ
の
人
権
法
は
一
般
の
制
定
法
よ
り
も
憲
章
に
類
似
し
た
「
憲
法
的
法
律
（fundam

ental Law

）」
と
呼
ば

れ
、
憲
章
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
が
、
制
定
法
に
は
優
位
す
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
人
権
法
に
基
づ
く
申
し
立
て
は
、
差
別
を
受
け
た
と

感
じ
た
個
人
が
、
人
権
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
人
権
委
員
会
（H

um
an Rights Com

m
ission

）
へ
申
し
立
て
を
行
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

人
権
委
員
会
は
、
差
別
の
可
能
性
の
あ
る
申
し
立
て
を
調
査
し
、
調
整
等
を
行
う
。
人
権
委
員
会
に
よ
る
調
整
が
成
功
し
な
か
っ
た
場
合
、

そ
の
申
し
立
て
は
同
じ
く
人
権
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
人
権
審
判
所
（H

um
an Rights Tribunal

）
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

人
権
審
判
所
の
審
決
に
異
議
が
あ
る
場
合
は
、
通
常
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。



法学政治学論究　第110号（2016.9）

214

㈠　

合
理
的
配
慮
の
法
理
の
導
入

　

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
法
理
は
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
「
三
部
作
（trilogy

）」
と
呼
ば
れ
る
宗
教
を
理
由
と
し

た
雇
用
上
の
差
別
に
関
す
る
判
例
を
通
し
て
、
導
入
さ
れ
、
定
着
し
た
と
い
わ
れ
て
い
）
17
（

る
。
本
稿
の
目
的
か
ら
す
る
と
、
必
ず
し
も
そ
の

三
つ
の
判
例
全
て
を
詳
細
に
紹
介
す
る
必
要
は
な
く
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
代
表
的
な
オ
マ
リ
ー
判
決
を
中
心
に
紹
介

し
、
こ
の
法
理
の
基
本
的
構
造
を
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
の
判
決
は
、
金
曜
日
の
日
没
か
ら
土
曜
日
の
日
没
ま
で
を
安
息
日
と
す
る
セ
ブ
ン
ス
デ
ィ
・
ア
ド
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
ス
ト
（
以
下
、
Ｓ
Ｄ

Ａ
と
す
る
）
に
入
信
し
た
労
働
者
と
、
繁
忙
日
で
あ
る
金
曜
日
と
土
曜
日
の
勤
務
を
要
求
す
る
企
業
側
の
労
働
条
件
の
間
で
生
じ
た
紛
争

に
関
す
る
事
例
で
あ
）
18
（

り
、
原
告
の
オ
マ
リ
ー
は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
人
権
法
に
基
づ
い
て
、
企
業
側
の
要
求
及
び
対
応
が
宗
教
に
基
づ
く
差

別
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
（W

illiam
 Rogers M

cIntyre

）
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
、
差
別
の
形
態
を
直
接
差
別
と
間
接
差
別

（adverse effect discrim
ination

）
に
区
分
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
直
接
差
別
と
は
「
雇
用
者
が
（
人
権
法
の
列
挙
す
る
）
禁
止
さ
れ
た
理
由

に
基
づ
く
表
立
っ
た
差
別
を
、
職
務
（practice

）
な
い
し
規
則
（rule

）
と
し
て
採
用
す
る
際
に
生
じ
る
（
括
弧
内
筆
者
、
以
下
同
じ
）」
と

定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
は
「
こ
の
職
場
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
女
性
、
黒
人
は
雇
用
し
な
い
」
と
い
っ
た
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
（at 551

）。
そ
の
一
方
で
、
間
接
差
別
は
、「
…
…
雇
用
者
が
、
純
粋
に
職
業
上
の
理
由
（genuine business reasons

）
か

ら
、
全
て
の
労
働
者
に
平
等
に
適
用
さ
れ
る
規
則
な
い
し
基
準
を
採
用
す
る
も
の
の
、
そ
の
規
則
な
い
し
基
準
が
、
あ
る
一
人
の
労
働
者

も
し
く
は
あ
る
労
働
者
の
集
団
に
対
し
て
、
禁
止
さ
れ
た
理
由
に
基
づ
き
、
…
…
差
別
的
効
果
を
持
つ
場
合
に
生
じ
る
」
と
述
べ
る
（at 

551

）。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
集
団
な
い
し
個
人
を
狙
い
撃
ち
に
し
て
雇
用
上
の
不
利
益
を
課
す
規
則
等
が
直
接
差
別
と
な
り
、
職
務
上

の
必
要
性
に
基
づ
い
て
採
用
し
た
規
則
等
が
偶
然
に
特
定
の
集
団
な
い
し
個
人
に
不
利
益
を
課
す
も
の
が
間
接
差
別
で
あ
る
。
本
判
決
の
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事
例
は
、
土
曜
日
が
安
息
日
で
あ
る
宗
派
を
狙
い
撃
ち
に
し
た
勤
務
日
程
を
作
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
職
務
上
の
必
要
性
か
ら
金

曜
日
と
土
曜
日
の
勤
務
を
要
請
し
て
い
た
た
め
、
明
ら
か
に
間
接
差
別
の
事
例
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
法
廷
意
見
に
よ
る
と
、
宗
教
に
基
づ
く
間
接
差
別
の
事
例
に
お
い
て
、
被
告
側
に
は
「
過
度
の
負
担
（undue hardship

）
で

な
い
限
り
、
…
…
合
理
的
ス
テ
ッ
プ
（reasonable steps

）
を
踏
む
こ
と
。
言
い
換
え
る
と
、
雇
用
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
運
用
に
と
っ
て
過

度
の
介
入
あ
る
い
は
過
度
の
出
費
で
な
い
限
り
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
」
義
務
が
あ
る
と
い
う
（at 555

）。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
合
理
的

ス
テ
ッ
プ
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
間
接
差
別
の
事
例
の
場
合
に
は
、
直
接
差
別
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
規
則
等
を
無
効
と
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
職
場
全
体
に
平
等
に
適
用
さ
れ
る
規
則
等
で
あ
り
、
そ
の
差

別
的
効
果
が
あ
る
個
人
な
い
し
集
団
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
職
務
と
の
関
連
性
が
あ
れ
ば
規
則
等
自
体
の
正
当
化
の
必
要
も
な
い
。

要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
い
く
つ
か
の
合
理
的
配
慮
の
方
法
」
が
可
能
か
ど
う
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
雇
用
者
は
、
合
理
的
配
慮

の
可
否
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
合
理
的
配
慮
の
採
用
に
向
け
た
合
理
的
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
だ
こ
と
を
証
明
す
る
負
担
が
課
さ
れ
る

（at 555

）。
合
理
的
配
慮
の
採
用
が
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
「
過
度
の
負
担
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要

が
あ
る
（at 558

）。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
雇
用
者
は
自
ら
が
採
っ
た
措
置
が
「
過
度
の
負
担
」
に
あ
た
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
て
い
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
）
19
（
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
理
は
、
あ
る
個
人
な
い
し
集
団
に
対
し
て
、
そ
の
個
人
ら
の
持
つ
宗
教
的
信
念
ゆ
え
に
差
別
的
効
果
を
持
つ
規

則
等
を
無
効
に
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
個
人
ら
に
対
す
る
当
該
規
則
等
の
厳
格
な
適
用
を
緩
和
す
る
こ
と
を
雇
用
者
に
義
務
付
け
る
も

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
合
理
的
配
慮
は
個
別
の
要
求
に
応
じ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
必
要
な
措
置
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、
Ａ
．
休
暇
の
提
供
、
Ｂ
．
勤
務
日
程
の
変
更
・
交
替
、
Ｃ
．
配
置
転
換
、
Ｄ
．
服
装
規
定
の
緩
和
な
ど
で
あ

る
）
20
（

。
こ
の
他
に
場
合
に
よ
っ
て
、
特
別
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
創
設
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
過
度
の
負
担
」
の
基
準
に
よ
っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
過
度
の
負
担
」
の
基
準
と
は
如
何
な
る
も
の
か
が
、
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

㈡　
「
過
度
の
負
担
」
の
意
味

　

合
理
的
配
慮
の
限
界
を
判
断
す
る
「
過
度
の
負
担
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
判
所
が
重
要
な

指
摘
を
し
た
の
が
、
レ
ナ
ウ
ド
判
決
（Central O

kanagan School D
istrict N

o.23 v. Ren

）
21
（

aud

）
で
あ
る
。

　

本
件
は
、
労
働
組
合
の
要
求
す
る
勤
務
日
程
（
金
曜
日
と
土
曜
日
の
勤
務
）
と
金
曜
日
の
日
没
か
ら
土
曜
日
の
日
没
ま
で
を
安
息
日
と
す

る
Ｓ
Ｄ
Ａ
を
信
仰
す
る
雇
用
者
の
宗
教
的
実
践
と
の
間
で
紛
争
が
生
じ
た
事
例
で
あ
）
22
（
る
。
ソ
ピ
ン
カ
（John Sopinka

）
裁
判
官
に
よ
る

法
廷
意
）
23
（

見
は
、「
過
度
の
負
担
」
に
つ
い
て
明
確
な
説
明
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
ソ
ピ
ン
カ
裁
判
官
は
、
過
度
の
負
担
に
つ
い
て
、「（
ア

メ
リ
カ
の
公
民
権
法
上
の
合
理
的
配
慮
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
）
ハ
ー
デ
ィ
ソ
ン
判
決
の
無
視
で
き
る
程
度
と
い
う
基
準
は
、
事
実
上
、

合
理
的
配
慮
の
法
理
か
ら
取
り
除
か
れ
る
。
ま
た
そ
の
基
準
は
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
特
に
不
適
当
に
思
わ
れ
る
。
無
視
で
き
る
程
度
以
上
の

も
の
が
、
合
理
的
配
慮
を
行
う
義
務
を
満
た
す
た
め
に
求
め
ら
れ
る
。
過
度
な
（undue

）
と
い
う
言
葉
は
、
一
定
の
負
担
が
受
け
入
れ

ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
理
的
配
慮
の
基
準
を
満
た
す
も
の
は
、
過
度
な
負
担
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
た
（at 984

）。

こ
の
判
示
に
よ
っ
て
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
過
度
の
負
担
」
の
基
準
が
ア
メ
リ
カ
で
支
配
的
と
な
っ
た
「
無
視
で
き
る
程
度
」
の
基
準
に

限
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
）
24
（
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、「
無
視
で
き
る
程
度
を
超
え
る
負
担
（m

ore than a de 

m
inim

is cost

）」
が
あ
れ
ば
、「
過
度
の
負
担
」
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
て
い
た
が
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
一
定
の
負
担
を
負
う
こ
と
を
前

提
に
、「
過
度
の
負
担
」
を
考
慮
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ソ
ピ
ン
カ
裁
判
官
は
、「（
雇
用
者
に
と
っ
て
の
）
少
し
の
障
害

や
不
便
は
、
多
文
化
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
対
価
で
あ
る
」
と
い
う
（at 985

）。

　

こ
の
と
き
ソ
ピ
ン
カ
裁
判
官
が
多
文
化
主
義
の
価
値
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
彼
は
、
多
様
性
そ
れ
自
体
を
価
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値
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
多
文
化
主
義
に
立
脚
す
る
社
会
に
お
い
て
、
合
理
的
配
慮
を
為
す
こ
と
は
多
様
性
を
享
受
す
る
対
価
と
し
て

支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
法
に
か
か
る
多
文
化
主
義
観
に
よ
れ
ば
、
多
様
な

文
化
が
社
会
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
で
、
社
会
は
発
展
や
文
化
的
な
豊
か
さ
と
い
っ
た
利
益
と
繁
栄
を
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
）
25
（
る
。

彼
の
考
え
で
は
、
多
文
化
社
会
で
あ
る
こ
と
を
利
益
と
し
て
捉
え
る
以
上
、
多
様
性
を
維
持
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
は
受
け
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
指
摘
は
、
多
文
化
社
会
に
お
い
て
多
様
な
宗
教
（
価
値
観
）
を
調
整
す
る
手
法
と

し
て
、
こ
の
合
理
的
配
慮
を
ど
の
よ
う
に
運
用
す
る
か
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
証
左
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
そ
の
後
、
メ
イ
オ
リ
ン
判
決
（British Colum
bia v. B.C.G

）
26
（

.E.U

）
に
お
い
て
、「
過
度
の
負
担
」
の
基
準
は
、
ま
さ
に
「
過
度

な
」、
そ
し
て
「
徹
底
し
て
厳
し
い
（uncom

prom
isingly stringent

）」
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
（para.62

）。
ま
た
、
エ

ザ
リ
ン
ト
ン
（Brian Etherington
）
は
網
羅
的
で
は
な
い
と
留
保
し
つ
つ
も
、
そ
の
考
慮
要
素
と
し
て
、
ａ
．
金
銭
的
負
担
、
ｂ
．
労
働

協
約
の
内
容
、
ｃ
．
他
の
労
働
者
の
モ
ラ
ル
、
ｄ
．
配
置
転
換
の
可
能
性
、
ｅ
．
雇
用
者
の
企
業
規
模
、
ｆ
．
安
全
性
等
を
挙
げ
て
い
）
27
（
る
。

　

さ
ら
に
、
メ
イ
オ
リ
ン
判
決
は
合
理
的
配
慮
に
は
、
手
続
的
（procedure

）
な
側
面
と
実
体
的
（substantive

）
な
側
面
の
二
つ
が
存

在
す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
（para.66

）。
こ
の
点
、
法
廷
意
見
は
レ
ポ
フ
ス
キ
ー
（D

avid M
. Lepofsky

）
の
論
文
を
引
用
し
て
い
る

が
、
彼
に
よ
る
と
合
理
的
配
慮
の
手
続
的
側
面
と
は
、「
熟
議
と
調
査
の
プ
ロ
セ
ス
（deliberative and investigative process

）」
を
経
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
）
28
（

す
。
つ
ま
り
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
と
は
「
過
度
の
負
担
で
な
い
限
り
、
個
人
の
要
求
に

合
理
的
配
慮
を
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
を
採
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
要
求
さ
れ
て
い
る
ス
テ
ッ
プ
の
一
つ
は
、
合
理
的
配
慮
を
行

う
義
務
の
下
、
雇
用
者
な
い
し
他
の
当
事
者
が
、
合
理
的
配
慮
の
要
求
に
つ
い
て
徹
底
的
で
適
切
な
調
査
と
熟
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
引
き
受

け
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
雇
用
者
が
合
理
的
配
慮
の
要
求
を
、
徹
底
的
な
（
配
慮
を
行
う
こ
と
の
）
可
能
性
の
調
査
を

含
む
当
該
問
題
の
適
切
な
考
慮
な
い
し
配
慮
も
な
し
に
、
直
ち
に
拒
否
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
合
理
的
配
慮
の
適
切
な
ス
テ
ッ
プ
を

採
っ
た
と
は
と
て
も
い
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、「
開
か
れ
た
、
そ
し
て
創
造
的
な
熟
議
の
プ
ロ
セ
ス
は
障
害
者
の
要
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求
や
人
権
法
に
よ
っ
て
合
理
的
配
慮
を
要
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
他
の
労
働
者
に
と
っ
て
実
現
可
能
な
合
理
的
配
慮
（
の
方
法
）
を
発
見

す
る
可
能
性
を
有
意
義
に
向
上
さ
せ
る
」
の
で
あ
）
29
（

る
。

㈢　

小　

括

　

一
般
に
適
用
さ
れ
る
法
規
範
が
偶
然
に
特
定
の
個
人
な
い
し
集
団
が
有
す
る
属
性
ゆ
え
に
、
当
該
個
人
ら
に
不
利
益
を
課
す
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
法
規
範
の
厳
格
な
適
用
を
緩
和
す
る
と
い
う
合
理
的
配
慮
の
法
理
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人
権
法
上
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
雇
用
者
が
労
働
者
ら
の
要
求
に
真
摯
に
対
応
し
た
か
を
問
題
と
す
る
手
続
的
要
件
と
、
合
理
的

配
慮
を
行
う
こ
と
が
「
徹
底
し
て
厳
し
い
」
基
準
と
し
て
構
成
さ
れ
る
「
過
度
の
負
担
」
に
あ
た
る
か
を
問
題
と
す
る
実
体
的
な
要
件
に

基
づ
い
て
審
査
し
、
当
該
法
規
範
を
無
効
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
法
規
範
の
妥
当
性
を
維
持
し
た
ま
ま
、
特
定
の
個
人
ら
に
対
す
る
適

用
免
除
を
行
う
こ
と
の
可
否
を
判
断
す
る
法
理
な
の
で
あ
る
。

三　

信
教
の
自
由
と
合
理
的
配
慮
の
法
理

　

以
上
、
人
権
法
に
基
づ
い
た
合
理
的
配
慮
の
法
理
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
憲
章
上
の
信
教
の
自
由
に
お
い
て
合
理
的

配
慮
が
争
わ
れ
た
主
要
な
判
例
を
紹
介
し
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
こ
の
法
理
に
対
す
る
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
行
政

の
決
定
が
審
査
さ
れ
る
場
面
で
受
容
さ
れ
な
が
ら
も
、
制
定
法
を
審
査
す
る
場
面
や
他
者
の
権
利
と
衝
突
す
る
場
合
に
限
界
付
け
ら
れ
て

い
く
過
程
を
示
す
。

　

こ
の
点
に
入
る
前
に
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
が
憲
章
上
の
権
利
に
関
す
る
問
題
を
審
査
す
る
枠
組
み
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く

こ
と
と
し
た
い
。
カ
ナ
ダ
の
違
憲
審
査
は
二
段
階
の
審
査
で
あ
る
。
憲
章
一
条
は
、「『
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
』
は
、
法
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で
定
め
ら
れ
、
自
由
で
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
合
理
的
制
約
に
の
み
服
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
こ

の
憲
章
で
規
定
す
る
権
利
及
び
自
由
を
保
障
す
）
30
（

る
」
と
定
め
、
明
文
で
権
利
の
制
限
を
規
定
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
信
教
の
自
由
の
場
合

で
あ
れ
ば
、
憲
章
二
条
ａ
項
の
侵
害
が
あ
る
か
が
審
査
さ
れ
、
こ
の
侵
害
が
認
定
さ
れ
た
後
に
、
憲
章
一
条
の
下
で
そ
の
制
約
を
正
当
化

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
憲
章
一
条
の
下
で
の
正
当
化
は
、
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
）
31
（

ト
と
呼
ば
れ
る
形
で
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
は
、

①
法
の
一
般
的
目
的
の
重
要
性
、
②
目
的
と
手
段
の
合
理
的
関
連
性
、
③
権
利
侵
害
の
最
小
性
、
④
目
的
の
重
要
性
と
手
段
の
効
果
と
の

比
例
性

―
規
制
法
の
利
益
も
し
く
は
価
値
と
憲
章
上
の
権
利
に
対
す
る
実
際
の
コ
ス
ト
の
比
較
衡
量

―
を
審
査
す
る
各
段
階
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
③
の
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
（m

inim
al im

pairm
ent test

）
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
最
も
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
判
断

基
準
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
多
く
の
権
利
侵
害
が
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の

オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト

―
特
に
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト

―
と
人
権
法
上
の
「
過
度
の
負
担
」
の
基
準
の
関
係
が
、
判
例
上
注
目
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

㈠　

合
理
的
配
慮
の
法
理
の
受
容

1　

主
観
主
義
的
宗
教
理
解
と
合
理
的
配
慮
の
法
理

―
ア
ム
セ
ル
ム
判
決

　

ア
ム
セ
ル
ム
判
決
（Syndicat N

orthcrest v. Am
sel

）
32
（em

）
は
、
信
教
の
自
由
の
保
障
す
る
宗
教
を
主
観
主
義
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
と

判
示
し
た
こ
と
で
有
名
だ
が
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
と
の
関
係
で
も
重
要
で
あ
る
。
本
件
は
、
共
同
住
宅
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
正
統
派
ユ
ダ

ヤ
教
の
個
人
的
な
解
釈
に
基
づ
い
て
、
ス
ッ
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
仮
庵
を
建
築
し
た
こ
と
が
、
入
居
の
際
に
交
わ
し
た
不
作
為
契
約
に
違
反

す
る
と
し
て
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
）
33
（

る
。

　

ヤ
コ
ブ
ッ
チ
（Frank Iacobucci

）
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
個
人
の
主
観
主
義
に
基
づ
く
宗
教
観
を
採
用
し
、
①
そ
れ
が
真
摯
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な
信
仰
（sincerely believes

）
で
あ
れ
ば
、
信
教
の
自
由
の
保
護
領
域
に
入
り
、
②
そ
の
侵
害
が
「
些
細
で
も
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
で

も
な
い
（m

ore than trivial or insubstantial

）」
の
で
あ
れ
ば
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
が
あ
る
と
判
断
し
）
34
（

た
。
こ
れ
は
、
後
に
ア
ム

セ
ル
ム
・
テ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
基
準
で
あ
る
。

　

宗
教
に
対
す
る
主
観
主
義
を
採
用
す
る
と
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
主
観
的
な
宗
教
理
解
が
信
教
の
自
由
の
保
護
す
る
「
宗
教
」
と

な
り
、
そ
の
保
護
領
域
は
無
限
定
（unlim

ited

）
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
と
の
関
係
で
は
次
の
二
つ
が
重
要
で
あ

る
。
第
一
に
、
広
範
な
保
護
領
域
は
多
種
多
様
な
信
教
の
自
由
の
主
張
を
可
能
に
し
、
そ
れ
は
少
な
く
な
い
場
合
で
社
会
的
利
益
や
公
益

と
信
教
の
自
由
の
主
張
が
衝
突
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
調
整

―
そ
の
有
力
な
手
法
で
あ
る
合
理
的
配
慮

―
を
如
何
に
行
う
か
が
重

要
な
問
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
憲
章
一
条
の
下
で
ど
の
よ
う
な
場
合
に
信
教
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
議
論
が
集
中

し
、
合
理
的
配
慮
に
つ
い
て
も
こ
の
制
限
を
ど
う
考
え
る
か
が
重
要
に
な
る
。
第
二
に
、
個
人
の
主
観
的
宗
教
理
解
ま
で
保
護
領
域
に
入

る
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
規
則
制
定
者
な
い
し
立
法
者
に
と
っ
て
、
当
該
法
規
範
が
信
教
の
自
由
を
制
限
す
る
か
否
か
を
事
前
に
予
測
す

る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
法
規
範
の
個
別
的
な
適
用
免
除
（exem

ption / accom
m
odation

）
の
可
能
性
を
審
査
す
る

合
理
的
配
慮
の
法
理
が
重
要
に
な
る
が
、
逆
説
的
に
、
立
法
者
に
ど
こ
ま
で
合
理
的
配
慮
を
行
う
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題

と
な
る
の
で
あ
る
。

2　

行
政
の
決
定
と
合
理
的
配
慮
の
法
理

―
ム
ル
タ
ニ
判
決

　

合
理
的
配
慮
の
法
理
を
明
示
的
に
採
用
し
、
ケ
ベ
ッ
ク
を
中
心
に
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
が
、
冒
頭
で
も

言
及
し
た
ム
ル
タ
ニ
判
）
35
（

決
で
あ
る
。
本
判
決
は
人
権
法
で
発
展
し
て
き
た
「
過
度
の
負
担
」
を
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
に
関
す
る
審
査
を

す
る
際
に
参
照
し
て
い
る
点
で
も
重
要
で
あ
る
。

　

本
件
の
事
実
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
原
告
で
あ
る
ム
ル
タ
ニ
は
、
シ
ー
ク
教
徒
で
あ
り
、
カ
ー
パ
ン

―
金
属
製
の
ダ
ガ
ー

の
よ
う
な
も
の

―
と
呼
ば
れ
る
宗
教
的
装
飾
物
を
常
に
身
に
着
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
真
摯
に
信
じ
て
い
た
。
ム
ル
タ
ニ
は
、



カナダにおける信教の自由と合理的配慮の法理

221

学
校
に
登
校
す
る
際
も
服
の
下
に
カ
ー
パ
ン
を
身
に
着
け
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
何
ら
か
の
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

二
〇
〇
一
年
一
一
月
に
、
誤
っ
て
カ
ー
パ
ン
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
た
め
そ
の
着
用
が
発
覚
し
た
。
そ
し
て
、
教
育
委
員
会
が
、
武
器
及

び
危
険
な
物
体
の
携
帯
を
禁
止
し
た
校
則
に
対
す
る
違
反
を
理
由
に
学
校
の
安
全
を
守
る
こ
と
を
最
重
要
視
し
て
、
カ
ー
パ
ン
の
全
面
的

な
持
ち
込
み
を
禁
止
し
た
決
定
の
是
非
が
争
わ
れ
た
。

　

カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
は
、
全
員
一
致
（
結
果
同
意
意
見
を
含
む
）
の
判
断
を
下
し
た
。
チ
ャ
ロ
ン
（Louise Charron

）
裁
判
官
に
よ
る
法

廷
意
見
は
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
に
つ
い
て
、
ム
ル
タ
ニ
が
金
属
製
の

0

0

0

0

カ
ー
パ
ン
を
常
に
身
に
着
け
て
お
く
こ
と
が
宗
教
上
の
義
務
と
真

摯
に
信
じ
て
い
る
こ
と
を
認
定
し
、
教
育
委
員
会
の
決
定

―
学
校
に
金
属
製
の
カ
ー
パ
ン
の
持
ち
込
み
は
全
面
的
に
禁
止
し
、
木
製
や

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
で
な
け
れ
ば
持
ち
込
み
を
認
め
な
い
と
す
る
も
の

―
に
よ
る
ム
ル
タ
ニ
の
信
教
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
は

「
些
細
な
こ
と
で
も
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
で
も
な
い
」
と
判
示
す
る
（paras.38 -4

）
36
（1

）。
よ
っ
て
、
主
要
な
問
題
と
な
る
の
は
や
は
り
、

憲
章
一
条
の
下
で
教
育
委
員
会
に
よ
る
信
教
の
自
由
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
法
廷
意
見
は
、
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
に
言
及
し
、
第
一
段
階
の
目
的
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
学
校
で
の
安
全
を
維
持

す
る
と
い
う
目
的
は
、「
急
迫
か
つ
実
質
的
な
（pressing and substantial

）」
目
的
で
あ
る
と
認
定
し
た
（para.48

）。
第
二
段
階
の
目
的

と
手
段
の
合
理
的
関
連
性
に
関
し
て
は
、
教
育
委
員
会
に
よ
る
決
定
は
、
金
属
製
の
カ
ー
パ
ン
が
、
刃
物
と
し
て
生
徒
な
い
し
職
員
を
傷

つ
け
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
学
校
の
安
全
性
の
確
保
と
い
う
目
的
と
の
間
で
合
理
的
関
連
性
を
有
し
て
い
る
と
す
る

（para.49

）。

　

そ
し
て
、
第
三
段
階
で
あ
る
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
過
度
の
負
担
基
準
を
伴
っ
た
合
理
的
配
慮

の
法
理
を
採
用
す
る
。

　
「
差
別
に
関
す
る
事
例
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
一
見
す
る
と
中
立
的
な
政
策
や
規
則
に
よ
っ
て
差
別
的
効
果
を
被
る
個
人
に
対
し
て
合
理
的
配
慮
を
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行
う
義
務
が
存
在
し
、
こ
の
義
務
は
（
合
理
的
配
慮
を
行
う
）
当
事
者
に
と
っ
て
過
度
の
負
担
の
ポ
イ
ン
ト
ま
で
行
わ
れ
る
と
判
断
し
て
き
た
。
…
…

合
理
的
配
慮
の
義
務
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る
本
件
で
争
わ
れ
て
い
る
特
定
の
個
人
（particular 

individual

）
に
課
さ
れ
て
い
る
負
担
を
説
明
す
る
際
に
役
立
つ
。（para.53

）」

　

そ
し
て
、「
カ
ー
パ
ン
の
学
校
で
の
着
用
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
、
多
文
化
主
義
、
多
様
性
、
他
者
の
権
利
を
尊
重
す
る
教
育

文
化
な
ど
の
重
要
な
諸
価
値
の
促
進
を
抑
制
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
反
対
に
、
一
定
の
条
件
の
下
で
カ
ー
パ
ン
の
着
用
を
認
め
る
と
、

信
教
の
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
及
び
少
数
者
を
尊
重
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
前
提
理
解
を
提
示
す
る

（paras.78 -79

）。
そ
の
上
で
、
学
校
に
は
暴
力
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
多
く
の
も
の
が
存
在
し
、
そ
の
中
に
は
、
ハ
サ
ミ
や
鉛
筆
、

バ
ッ
ト
な
ど
、
生
徒
が
容
易
に
入
手
で
き
る
も
の
も
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
学
校
で
カ
ー
パ
ン
に
関
連
し
た
暴
力
事
件
は
一
つ
も
報
告
さ
れ

て
い
な
い
と
し
て
（paras.57 -59

）、
全
面
的
に
カ
ー
パ
ン
の
持
ち
込
み
を
禁
止
す
る
教
育
委
員
会
の
決
定
は
最
小
限
度
の
侵
害
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い

―
カ
ー
パ
ン
の
持
ち
込
み
を
認
め
る
こ
と
は
学
校
の
安
全
に
と
っ
て
「
過
度
の
負
担
」
で
は
な
い

―
と
判
断
し
た

の
で
あ
る
（paras.76 -77

）。

㈡　

合
理
的
配
慮
の
限
界

1　

法
律
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
の
可
否

―
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
判
決

　

ム
ル
タ
ニ
判
決
で
は
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
が
憲
章
上
の
信
教
の
自
由
の
問
題
を
考
慮
す
る
際
に
採
用
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
争
わ
れ
た

の
は
教
育
委
員
会
の
決
定
（
行
政
上
の
決
定
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
決
の
次
に
合
理
的
配
慮
が
問
題
と
な
っ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー

判
決
（Alberta v. H

utterian Brethren of W
ilson Col

）
37
（

ony

）
で
は
、
州
政
府
の
制
定
法
に
対
し
て
合
理
的
配
慮
の
義
務
が
存
在
す
る
か
、

が
争
点
と
な
っ
た
。
本
判
決
で
は
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
の
射
程
に
つ
い
て
、
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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本
件
の
事
例
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ル
バ
ー
タ
州
は
交
通
安
全
法
（Traffic Safety Act

）
に
基
づ
い
て
運
転
免
許
証
の

シ
ス
テ
ム
を
運
営
し
て
お
り
、
一
九
七
四
年
以
来
、
こ
の
取
得
の
た
め
に
顔
写
真
の
提
出
を
義
務
付
け
て
い
た
。
こ
の
顔
写
真
の
提
出
義

務
は
、
主
に
宗
教
的
理
由
か
ら
写
真
を
提
出
で
き
な
い
者
に
対
し
て
、
提
出
免
除
規
定
（a Condition Code G

）
が
あ
り
担
当
責
任
者
の

裁
量
（Registrar

’s discretion

）
に
よ
っ
て
、
顔
写
真
の
な
い
免
許
証
の
付
与
が
認
め
ら
れ
て
い
）
38
（
た
。

　

ア
ル
バ
ー
タ
州
に
お
い
て
、
こ
の
免
除
規
定
に
該
当
す
る
者
の
過
半
数
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
の
フ
ッ
タ
ー
ラ
イ
ト
と
呼
ば
れ

る
宗
教
集
団
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
自
身
の
宗
教
上
の
信
念

―
「
自
ら
を
偶
像
化
（idol

）
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
教
え
の
解

釈

―
に
よ
り
、
写
真
に
写
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
真
摯
に
信
じ
て
い
た
（para.29

）。
し
か
し
、
運
転
免
許
証
に
顔
写
真
を
載
せ
な
い

こ
と
は
、
世
界
的
に
拡
大
し
て
い
る
「
身
分
詐
称
（identity theft

）」
及
び
、「
身
分
詐
称
」
に
よ
る
運
転
免
許
証
の
不
正
取
得
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
詐
欺
に
対
す
る
危
険
を
著
し
く
増
大
さ
せ
る
と
し
て
、
二
〇
〇
三
年
に
ア
ル
バ
ー
タ
州
は
顔
写
真
の
免
除
措
置
を
取
り
や
め
た
。

新
た
に
構
築
さ
れ
た
運
転
免
許
証
シ
ス
テ
ム
で
は
、
顔
写
真
は
州
の
デ
ー
タ
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
、
登
録
さ
れ
て
い
る
写
真
と
の
比
較
に

よ
っ
て
、
免
許
を
取
得
な
い
し
更
新
し
よ
う
と
す
る
者
が
本
人
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
手
助
け
す
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー

の
メ
ン
バ
ー
は
こ
の
例
外
の
な
い
写
真
の
提
供
が
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
信
教
の
自
由
（
と
平
等
権
）
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
た
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
の
メ
ン
バ
ー
は
、
こ
の
規
定
が
事
実
上
、
運
転
免
許
証
を
持
つ
こ
と
を
禁
止
し
、
究
極
的
に
は
彼
ら
の
共
同
体

的
生
活
の
実
現
を
脅
か
す
と
考
え
た
の
で
あ
）
39
（

る
。

　

そ
こ
で
彼
ら
は
、
顔
写
真
を
載
せ
ら
れ
な
い
彼
ら
自
身
の
運
転
免
許
証
を
単
な
る
運
転
許
可
を
認
め
る
も
の
に
限
定
し
、
身
分
証
明
証

と
し
て
の
機
能
を
停
止
す
る
と
い
う
「
妥
協
案
」
を
提
案
し
た
（para.13
）。
彼
ら
は
、
こ
の
妥
協
案
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
運
転
免
許
証

が
「
身
分
詐
称
」
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ
る
可
能
性
が
減
少
す
る
と
主
張
し
た
が
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
は
こ
の
提
案
を
却
下
し
た
。

　

マ
ク
ラ
ク
リ
ン
（Beverley M

cLachlin

）
裁
判
官
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
連
邦
最
高
裁
の
法
廷
意
見
は
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
た
こ
と

で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
は
、
競
合
す
る
利
益
（com

peting interest

）
の
衡
量
を
含
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
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衡
量
は
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
の
最
終
段
階
ま
で
保
留
さ
れ
る
べ
き
と
し
た
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
裁
判
所
が
憲
章
一
条
の
下
で
、
宗
教
的

実
践
を
制
約
す
る
法
律

0

0

が
正
当
化
さ
れ
る
か
を
考
え
る
時
、「
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
分
析
（reasonable accom

m
odation analysis

）」
は

適
切
で
は
な
い
、
と
し
た
点
で
あ
る
。

　

マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
政
府
目
的
に
包
括
的
な
公
共
の
安
全
ま
で
も
を
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「
身
分
詐
称
」
を
防
ご
う
と
す
る
新
た
な
規
定
は
明
ら
か
に
運
転
免
許
証
シ
ス
テ
ム
全
体
の
保
護
に
関
わ
り
、「
急
迫
か
つ
実
質
的
な
」
目

的
で
あ
る
（para.42
）
と
し
、
例
外
な
く
顔
写
真
の
提
供
を
義
務
付
け
る
と
い
う
手
段
と
の
合
理
的
関
連
性
も
有
す
る
と
し
た

（paras.50 -52

）。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
に
よ
る
第
三
段
階
の
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
と
、
最
終
段
階
の
比
例
性
テ
ス
ト
の
位
置
付

け
で
あ
る
。
ま
ず
、
彼
女
は
、
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
に
つ
い
て
、
ム
ル
タ
ニ
判
決
で
採
用
さ
れ
た
合
理
的
配
慮
の
法
理
の
適
用
を
否
定

す
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
で
審
査
さ
れ
る
の
は
、
よ
り
権
利
を
侵
害
し
な
い
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
手
段
が
あ
る
か

否
か
で
あ
っ
て
、
合
理
的
配
慮
の
可
否
を
判
断
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
律
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
人
権
法
上
の
法
理
と

し
て
発
展
し
た
合
理
的
配
慮
の
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
は
な
じ
ま
な
い
と
述
べ
る
。
彼
女
の
見
解
で
は
、
法
律
は
一
般
的
な
目
的
の
た
め

に
作
ら
れ
て
お
り
、
人
権
法
の
領
域
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
な
、
個
別
の
事
情
に
配
慮
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
場
面
と
は
異
な

り
、
裁
判
所
が
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
法
律
が
憲
章
一
条
の
下
で
正
当
化
で
き
ず
、
無
効
と
な
る
か
ど
う
か
で
あ
る

（paras.68 -69

）。
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、「
政
府
行
為

0

0

（governm
ent action

）
な
い
し
、
行
政
活
動

0

0

（adm
inistrative practice

）
が
原

告
の
憲
章
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
合
理
的
配
慮
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
」
と
論
じ
る
（para.67

）。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
「
合
理
的
配
慮
と
い
う
重
要
な
概
念
（pivotal concept
）
は
、
立
法
者
の
制
定
し
た
法
律
に
簡
単
に
適
用
さ
れ
な
い
」

（para.70

）。
そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
な
複
雑
な
政
治
問
題
が
含
ま
れ
る
場
合
に
、
有
効
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
あ
る
か
否
か
を
提
示
す

る
能
力
は
裁
判
所
よ
り
も
立
法
府
に
あ
る
と
し
て
、
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
も
通
過
す
る
と
し
た
（para.60

）。
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マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
が
重
視
す
る
最
終
段
階
の
比
例
性
テ
ス
ト
で
は
、
競
合
す
る
利
益

―
本
件
で
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
の

信
教
の
自
由
と
ア
ル
バ
ー
タ
州
の
運
転
免
許
証
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性

―
間
の
衡
量
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
彼
女
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
本

件
の
事
例
で
は
、「
個
人
あ
る
い
は
集
団
に
対
す
る
手
段
の
有
害
な
効
果
（deleterious effects

）
よ
り
も
、
当
該
手
段
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
公
共
の
利
益
の
方
が
勝
る
」（para.78

）。
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、「
例
外
の
な
い
写
真
の
提
供
を
要
求
す
る
こ
と
が
運
転
免
許
証

シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
を
補
強
す
る
証
拠
」
が
あ
り
、
何
ら
か
の
個
別
的
な
適
用
免
除
（exem

ption/accom
m
odation

）
を
行
う
こ
と
は
運

転
免
許
シ
ス
テ
ム
の
効
果
的
な
運
用
を
減
じ
る
と
い
う
（para.80

）。
そ
れ
は
、
顔
写
真
の
提
供
に
例
外
措
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
、

「
運
転
免
許
証
を
持
つ
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
、
な
い
し
、
あ
る
一
人
の
人
が
複
数
の
運
転
免
許
証
を
持
つ
こ
と
が
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
」
に
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（para.81

）。
そ
の
一
方
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
の
メ
ン
バ
ー
は
ア
ル
バ
ー

タ
州
の
運
転
免
許
証
を
結
果
的
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
が
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
強
制
は
な
い
た
め
、
些
細
な
制
約
と
は
い
え

な
い
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
の
宗
教
的
実
践
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
（paras.97 -99

）。
よ
っ
て
、
本

件
で
の
制
約
は
、
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
の
各
段
階
の
何
れ
も
ク
リ
ア
す
る
た
め
正
当
化
さ
れ
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
）
40
（

る
。

　

し
た
が
っ
て
、
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
の
法
廷
意
見
に
従
う
と
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
は
立
法
者
の
制
定
し
た
法
律
に
適
用
さ
れ
ず
、

個
別
的
な
適
用
免
除
（exem

ption/accom
m
odation

）
と
い
う
個
別
化
さ
れ
た
救
済
は
、「
特
定
の
個
人
に
対
す
る
行
政
決
定
の
イ
ン
パ
ク

ト
を
考
慮
し
て
い
る
」
ム
ル
タ
ニ
判
決
の
よ
う
な
場
面
で
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
）
41
（
る
。

2　

他
者
の
権
利
と
合
理
的
配
慮
の
衝
突

―
Ｎ
Ｓ
判
決

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
判
決
以
降
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
に
対
し
て
示
唆
を
与
え
た
判
決
と
し
て
、
Ｎ
Ｓ
判
決
（R v. N

）
42
（S

） 

が
あ
る
。

本
判
決
で
は
、
信
教
の
自
由
に
基
づ
く
合
理
的
配
慮
の
主
張
が
、
他
者
の
権
利

―
本
件
で
は
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利

（right to fair trial

）

―
と
衝
突
す
る
場
合
に
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
本
件
は
、
子
供
時
代
に
受
け
た
性
的
暴
行

に
つ
い
て
、
自
身
を
主
要
な
証
人
と
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
ム
ス
リ
ム
の
女
性
（
Ｎ
Ｓ
）
が
、
裁
判
所
内
で
証
言
を
行
う
際
に
ニ
カ
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ブ

―
イ
ス
ラ
ム
教
の
宗
教
的
装
飾
物
で
あ
り
、
頭
と
顔
の
全
体
を
覆
い
、
目
だ
け
が
見
え
る
も
の

―
を
着
用
す
る
こ
と
の
可
否
が
争

わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
時
、
証
人
に
ニ
カ
ブ
の
着
用
を
認
め
る
と
、
彼
女
は
自
身
の
表
情
を
法
廷
の
視
線
（the Court

’s gaze

）
か

ら
隠
す
と
い
う
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
被
告
人
側
の
弁
護
人
が
反
対
尋
問
を
通
し
て
、
①
彼
女
の
証
人
と
し
て
の
信
用

性
（credibility
）
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
、
②
彼
女
の
証
言
に
対
し
て
十
分
に
質
問
し
問
い
詰
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
問

題
が
提
起
さ
れ
た
。
裁
判
所
に
は
、「
被
告
人
に
、
自
身
の
原
告
に
対
面
す
る
権
利
（right to face

）
を
与
え
て
い
る
裁
判
シ
ス
テ
ム
に

お
い
て
ム
ス
リ
ム
の
ベ
ー
ル
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
新
た
な
問
題
を
判
断
す
る
こ
と
が
問
わ
れ
た
」

の
で
あ
）
43
（

る
。

　

マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
オ
ー
ル
オ
ア
ナ
ッ
シ
ン
グ
の
司
法
判
断
を
回
避
し
、
合
理
的
配
慮
の
可
能
性
を
含
む
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
衡
量
（pragm

atic balancing

）
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
（paras.1 -2, 7 -9

）。
彼
女
は
、
信
教
の
自
由
と
公
正
な
裁

判
を
受
け
る
権
利
の
両
者
は
ど
ち
ら
も
重
要
な
権
利
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
次
の
四
つ
の
要
素
か
ら
な
る
判
断
枠
組
み
を
提
示
す
る
。

「
①
証
言
を
行
う
間
、
証
人
に
ニ
カ
ブ
を
取
る
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
彼
女
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
？

 

②
証
言
を
行
う
間
、
証
人
に
対
し
て
ニ
カ
ブ
の
着
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
、
公
平
な
司
法
（trial fairness

）
に
と
っ
て
深
刻
な
リ
ス
ク
と
な
る
か
？

 

③
二
つ
の
権
利
に
配
慮
す
る
（accom

m
odate

）、
あ
る
い
は
、
二
つ
の
権
利
の
衝
突
を
回
避
す
る
方
法
が
存
在
す
る
か
？

 

④
も
し
、
合
理
的
配
慮
（accom

m
odation

）
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
証
人
に
ニ
カ
ブ
を
取
る
よ
う
要
求
す
る
有
益
な
効
果
（salutary effects

）
は
、

そ
の
有
害
な
効
果
（deleterious effect

）
を
上
回
る
か
？
（para.9
）」

　

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、
ア
ム
セ
ル
ム
・
テ
ス
ト
を
用
い
て
、
Ｎ
Ｓ
の
信
教
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
認
定
す
）
44
（

る
。
②
に
つ
い
て
は
、
効
果
的
な
反
対
尋
問
な
い
し
証
人
の
信
用
に
と
っ
て
、
証
人
の
顔
が
見
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
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る
専
門
家
の
証
言
は
な
い
（para.17

）
も
の
の
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
に
依
拠
し
、
証
人
の
顔
が
見
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
言
及
す

る
（paras.20 -21

）。

　

ま
た
、
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、
③
の
点
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
合
理
的
配
慮
の
可
能
性
を
判
断
す
る
こ
と
を
回
避
し
て
、
こ
の
問

題
を
予
審
裁
判
官
に
差
し
戻
し
て
い
る
（para.33

）。
最
後
に
④
に
つ
い
て
、
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、
ニ
カ
ブ
を
取
る
よ
う
命
じ
る

こ
と
の
「
広
範
な
社
会
的
害
（broader societal harm

s

）」
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
命
令
が
な
さ
れ
る
と
、
本

件
の
よ
う
な
親
告
罪
（report offences

）
に
関
す
る
訴
訟
を
、
ニ
カ
ブ
を
着
用
す
る
女
性
が
提
起
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
と
い
う
こ
と
、

ひ
い
て
は
、
公
的
な
裁
判
シ
ス
テ
ム
に
参
加
す
る
こ
と
か
ら
ニ
カ
ブ
を
着
用
す
る
ム
ス
リ
ム
の
女
性
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る

（para.37

）。
そ
の
一
方
で
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
重
要
性
を
強
調
し
、
裁
判
官
は
そ
の
証
人
の
証
言
が
そ
の
ケ
ー
ス
に
と
っ

て
部
分
的
な
の
か
中
心
的
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
証
人
の
信
用
が
そ
の
ケ
ー
ス
で
重
要
な
問
題
な
の
か
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
。

　

よ
っ
て
、
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、
ニ
カ
ブ
を
取
る
べ
き
か
否
か
の
実
体
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
枠
組
み
を
示
し
た
だ

け
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
❶
証
人
の
証
拠
が
争
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
❷
証
人
の
信
用
性
と
反
対
尋
問
が
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
に

は
、
ニ
カ
ブ
の
着
用
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（pras.27 -28

）。
本
件
の
示
し
た
枠
組
み
は
、
法
廷
に
お
け
る
ニ
カ
ブ
の
着
用

に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
信
教
の
自
由
と
同
程
度
重
要
な
他
者
の
権
利
が
衝
突
す
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
思
考
枠
組
み
で
調
整
す
る

の
か
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四　

若
干
の
検
討

　

以
上
、
近
年
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
が
信
教
の
自
由
の
問
題
と
し
て
、
合
理
的
配
慮
に
言
及
し
た
主
要
な
判
例
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
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が
、
こ
こ
で
は
、
合
理
的
配
慮
の
及
ぶ
射
程
、
限
界
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
を
採
用
す
る
こ
と

が
必
ず
し
も
少
数
派
に
対
す
る
配
慮
の
行
き
過
ぎ
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

㈠　

合
理
的
配
慮
の
法
理
の
射
程

　

ま
ず
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
の
射
程
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
の
点
で
重
要
な
の
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
判
決
で
あ
る
。
マ

ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、「
立
法
者
の
制
定
し
た
法
律
」
に
は
合
理
的
配
慮
の
法
理
が
適
用
さ
れ
ず
、
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
を
用
い
て
、

法
律
が
正
当
化
で
き
る
か
の
み
が
審
査
さ
れ
る
と
い
う
。
他
方
で
、
本
判
決
の
ア
ベ
ッ
ラ
（Rosalie Silberm

an Abella

）
裁
判
官
に
よ
る

反
対
意
見
は
、
立
法
者
に
も
少
数
派
宗
教
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
の
義
務
が
あ
る
と
し
、
時
に
州
は
正
当
な
公
的
政
策
を
追
求
す
る
こ
と

を
、
宗
教
的
実
践
に
対
し
て
ス
ペ
ー
ス
を
作
る
こ
と
で
妥
協
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
）
45
（

る
。
そ
し
て
、
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
は
ウ
ィ
ル
ソ

ン
・
コ
ロ
ニ
ー
が
約
二
五
〇
人
の
小
さ
な
規
模
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
ら
の
信
教
の
自
由
に
配
慮
し
写
真
の
提
供
を
免
除
す
る

こ
と
に
よ
る
影
響
は
極
め
て
小
さ
い
と
い
う
。
ま
た
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
に
住
む
全
て
の
人
が
運
転
免
許
証
を
取
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
七
〇
万
人
を
超
え
る
人
が
免
許
を
取
得
し
て
い
な
い
た
め
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
た
運
転
免
許
証
の
写
真
で
は
、
ア
ル
バ
ー

タ
州
に
住
む
全
て
の
人
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
）
46
（
る
。
他
方
で
、
例
外
な
く
写
真
の
提
供
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
、
ウ
ィ
ル

ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
彼
ら
の
宗
教
的
共
同
体
の
自
給
自
足
（self-sufficiency

）
を
諦
め
る
か
、
不
正
な
ド
ラ
イ
バ
ー

と
な
る
か
の
二
つ
の
悪
し
き
選
択
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
的
実
践
に
深
刻
な
害
を
与
え
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
）
47
（
る
。

　

本
判
決
に
関
す
る
こ
こ
で
の
問
い
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
①
法
律
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
に
合
理
的
配
慮

の
判
断
基
準
と
し
て
発
展
し
た
「
過
度
の
負
担
」
基
準
を
読
み
込
む
べ
き
か
否
か
、
②
救
済
方
法
と
し
て
法
律
の
（
一
部
ま
た
は
全
部

の
）
無
効
だ
け
で
な
く
、
個
別
の
適
用
免
除
（exem

ption/accom
m
odation

）
を
採
用
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は

両
方
と
も
に
否
と
答
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
は
両
方
と
も
に
是
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
、
ム
ー
ン
（Richard M

oon

）
は
、「
宗
教
的
実
践
に
対
す
る
侵
害
が
あ
り
、
そ
の
コ
ス
ト
が
利
益
を
上
回
る
場
合
、

裁
判
所
は
法
律
（
の
一
部
ま
た
は
全
部
）
を
無
効
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
な
ぜ
免
除
を
作
り
出
す
こ
と
（creation of exem

ption

）

は
で
き
な
い
の
か
、
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
）
48
（
い
」
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、「
合
理
的
配
慮
は
法
の
周
辺
（m

argins of law

）
で
起
こ
っ

て
お
り
、
民
主
的
政
策
の
前
進
に
重
大
な
影
響
を
与
え
な
い
極
め
て
小
さ
な
取
引
に
関
連
し
て
い
る
。
合
理
的
配
慮
は
お
そ
ら
く
競
合
す

る
公
益
と
宗
教
的
利
益
の
本
格
的
な
衡
量
（full-blow

n balancing

）
に
関
係
し
な
）
49
（

い
」
と
述
べ
、「
免
除
を
作
り
出
す
こ
と
は
、
あ
る
程

度
法
律
の
有
効
性
を
妥
協
さ
せ
る
が
、
法
律
を
無
効
に
す
る
こ
と
は
政
府
が
そ
の
政
策
を
追
求
す
る
こ
と
を
完
全
に
妨
げ
）
50
（
る
」
と
指
摘
す

る
。

　

こ
う
し
た
ム
ー
ン
の
見
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
救
済
方
法
と
し
て
の
個
別
の
適
用
免
除
（exem

ption/accom
m
oda-

tion

）
を
拒
否
す
る
合
理
的
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
合
理
的
配
慮
が
、
常
に

0

0

「
極
め
て
小
さ
な
取
引
」
で
あ
り
、

「
競
合
す
る
公
益
と
宗
教
的
利
益
の
本
格
的
な
衡
量
に
関
係
な
い
」
か
は
疑
わ
し
い
。
少
な
く
と
も
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、
ウ
ィ
ル

ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
に
対
し
て
免
除
を
与
え
る
こ
と
が
、
立
法
目
的
の
効
果
的
な
運
用
を
妨
げ
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
極
め
て
小
さ
な
取

引
で
は
な
い
と
い
え
る
（
本
件
の
下
級
審
判
決
で
も
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
と
同
様
の
見
解
を
採
る
裁
判
官
が
存
在
し
て
い
た
）。
そ
の
た
め
、
ム
ー

ン
の
指
摘
す
る
よ
う
な
場
面
が
多
い
と
し
て
も
必
ず
し
も
そ
う
し
た
場
面
に
限
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
信
教
の
自
由

の
保
護
領
域
が
主
観
主
義
に
基
づ
く
無
限
定
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
法
律
と
宗
教
的
信
念
の
衝
突
を
事
前
に
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
だ
と
す
る
と
、
合
理
的
配
慮
を
行
う
義
務
を
前
提
と
す
る
「
過
度
の
負
担
」
基
準
を
、
法
律
を
審
査
す
る
際
に
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト

に
読
み
込
む
こ
と
は
難
し
い

―
あ
る
い
は
立
法
者
に
と
っ
て
厳
し
過
ぎ
る

―
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
た
が
っ
て
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
は
、
特
定
の
個
人
な
い
し
集
団
に
対
す
る
行
政
決
定
が
問
題
と
な
る
ム
ル
タ
ニ
判
決
の
よ
う
な
事

例
で
は
、
行
政
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
の
義
務
を
前
提
に
、「
過
度
の
負
担
」
基
準
を
読
み
込
ん
だ
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
を
中
心
に
判

断
さ
れ
、
法
律
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
判
決
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
通
常
の
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
の
下
判
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断
さ
れ
る
が
、
救
済
手
法
と
し
て
は
個
別
の
適
用
免
除
（exem

ption/accom
m
odation

）
が
あ
り
得
る
、
と
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ

し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
判
決
は
か
つ
て
設
置
し
て
い
た
免
除
規
定
を
撤
回
し
た
事
例
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
行
政
裁
量
を
認

め
な
い
法
律
と
な
っ
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
一
般
論
と
し
て
の
合
理
的
配
慮
の
法
理
と
立
法
裁
量
と
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
明
白
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
、
こ
の
法
理
は
行
政
裁
量
統
制
の
場
面
で
明
示
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
に
留
ま
る
。

㈡　

限
界
点
へ
の
示
唆

　

次
に
、
合
理
的
配
慮
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
限
界
付
け
ら
れ
る

―
「
過
度
の
負
担
」
と
な
る

―
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
法
理
は
、
基

本
的
に
文
脈
に
依
存
し
た
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
判
断
で
あ
る
た
め
、
確
固
た
る
判
断
基
準
を
立
て
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
い
く
つ
か
の

考
慮
要
素
に
関
す
る
示
唆
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

ま
ず
、
合
理
的
配
慮
に
対
し
て
何
ら
か
の
法
益
が
対
抗
す
る
場
合
、
当
該
対
抗
法
益
は
そ
の
考
慮
要
素
と
な
る
。
そ
の
一
つ
が
、
安
全

と
い
う
法
益
（
公
共
の
福
祉
と
も
い
え
る
も
の
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ム
ル
タ
ニ
判
決
で
の
チ
ャ
ロ
ン
裁
判
官
法
廷
意
見
は
、
学
校
内
の
安

全
性
確
保
の
利
益
を
圧
倒
的
で
実
質
的
な
も
の
と
認
め
て
い
る
。
ム
ル
タ
ニ
が
学
校
に
持
ち
込
ん
だ
カ
ー
パ
ン
は
、
金
属
製
の
ダ
ガ
ー
で

あ
っ
た
た
め
、
学
校
内
で
の
安
全
が
考
慮
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
の
安
全
が
ど
の
程
度
の
要
求
な
の
か
が
重
要
だ
が
、

法
廷
意
見
は
、
学
校
に
は
暴
力
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
多
く
の
も
の
が
存
在
し
、
例
え
ば
、
ハ
サ
ミ
や
鉛
筆
、
バ
ッ
ト
な
ど
、
生
徒
が

簡
単
に
入
手
で
き
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
学
校
で
カ
ー
パ
ン
に
関
連
し
た
暴
力
事
件
は
、
一
つ
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
）
51
（

た
。

　

よ
っ
て
、
安
全
と
い
う
法
益
は
合
理
的
配
慮
の
限
界
に
つ
い
て
の
考
慮
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
安
全
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
現
実
味
を
持
っ
て
証
明
さ
れ
な
い
限
り
は
、
合
理
的
配
慮
を
限
界
付
け
る
理
由
に
は
あ
た
ら
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

次
に
、
他
者
の
権
利
が
対
抗
法
益
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
。
Ｎ
Ｓ
判
決
が
そ
の
事
例
に
あ
た
り
、
こ
の
場
合
、
合
理
的
配
慮
は
極
め
て
限
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定
的
と
な
る
。
ム
ー
ン
は
、
Ｎ
Ｓ
判
決
は
、
枠
組
み
を
示
し
た
だ
け
と
い
い
つ
つ
も
、
①
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
優
先
す
べ
き
こ

と
、
②
宗
教
的
実
践
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
は
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
実
質
的
な
危
険
を
与
え
な
い
限
り
で
な
け
れ
ば
与
え
ら

れ
な
い
、
と
い
う
意
図
が
明
ら
か
で
あ
る
と
分
析
す
）
52
（
る
。
よ
っ
て
少
な
く
と
も
、
信
教
の
自
由
が
同
程
度
重
要
な
憲
章
上
の
権
利
と
衝
突

す
る
場
合
、
合
理
的
配
慮
の
主
張
は
限
界
付
け
ら
れ
易
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
対
抗
法
益
が
あ
る
場
合
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
考
慮
要
素
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
他
者
と
の
関
係
性
や
モ
ラ

ル
に
合
理
的
配
慮
が
与
え
る
悪
影
響
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ム
ル
タ
ニ
判
決
の
法
廷
意
見
は
、「
宗
教
的
寛
容
は
カ
ナ
ダ
社
会
の
極

め
て
重
要
な
価
値
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
「
も
し
、
ム
ル
タ
ニ
が
学
校
で
カ
ー
パ
ン
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
一
方
で
彼
ら

（
一
般
生
徒
）
が
自
分
の
ナ
イ
フ
を
学
校
に
持
ち
込
む
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
の
が
不
公
平
だ
と
い
う
の
な
ら
、
学
校
の
教
師
た
ち
は
、

生
徒
ら
に
こ
の
こ
と
が
我
々
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
も
基
本
的
な
価
値
で
あ
る
こ
と
を
教
え
込
む
義
務
を
負
う
」
と
述
べ
）
53
（

る
。
公
教
育
と

い
う
場
の
特
殊
性
も
関
わ
っ
て
い
る
が
、
他
者
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
で
も
、
あ
る
程
度
の
負
担

―
こ
こ
で
は

「
宗
教
的
寛
容
」
の
価
値
を
教
え
込
む
こ
と

―
を
負
う
こ
と
で
、
そ
の
問
題
の
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
合
理
的
配
慮
を

限
界
付
け
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
合
理
的
配
慮
を
行
う
こ
と
が
当
該
法
規
範
の
核
心
に
関
わ
る
か
否
か
も
考
慮
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ

ニ
ー
判
決
の
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
法
廷
意
見
で
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
に
対
し
て
、
写
真
の
提
供
免
除
を
認
め
る
こ
と
は
、
ア
ル
バ
ー

タ
州
の
運
転
免
許
証
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
の
核
心
に
関
わ
る
た
め
に
、
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官

に
よ
る
反
対
意
見
は
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
政
府
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
の
提
案
し
た
妥
協
案
に
基
づ
く
合
理
的
配
慮
を
行
う
べ
き
で
あ

る
と
し
た
。
こ
の
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
と
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
の
結
論
の
違
い
に
は
、
事
実
認
識
の
レ
ベ
ル
で
の
違
い
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
は
、
合
理
的
配
慮
を
求
め
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
の
共
同
体
と
し
て
の
規
模
が
小
さ
い
こ
と
に
着
目
し
、
彼

ら
に
写
真
の
提
供
を
免
除
す
る
こ
と
が
運
転
免
許
証
シ
ス
テ
ム
の
核
心
に
与
え
る
影
響
は
少
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
法
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規
範
の
核
心
に
関
わ
る
よ
う
な
合
理
的
配
慮
の
主
張
が
限
定
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
が
差
し
挟
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
考
慮
要
素
は
決
し
て
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
合
理
的
配
慮
に
対
す
る
対
抗
法
益
が
同
程
度
重
要
な
も

の
で
あ
る
場
合
や
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
法
規
範
の
核
心
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
合
理
的
配
慮
が
限
界
付
け
ら
れ
る
と
す
る
方
向
性
を
示

唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

㈢　

合
理
的
配
慮
と
国
家
の
中
立
性

　

合
理
的
配
慮
（
宗
教
に
対
す
る
配
慮
）
に
関
す
る
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
検
討
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
の
下
で
我
が
国
の
学
説
で

も
言
及
が
み
ら
れ
）
54
（
る
。
そ
の
場
合
、
合
理
的
配
慮
は
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
相
克
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
）
55
（
い
。
合
理
的
配
慮

を
行
う
こ
と
が
、
国
家
の
中
立
性
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
設
定
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
に
は
、
明
文
で
の
政
教
分
離
規
定
は

な
い
が
、
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
原
則
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
（Sujit Choudhry

）
は
、
合
理
的
配
慮
の
問
題
を
新

た
な
ケ
ベ
ッ
ク
問
題
と
し
て
受
け
止
め
、
ケ
ベ
ッ
ク
出
身
の
裁
判
官
が
国
家
の
中
立
性
原
則
を
用
い
て
、
合
理
的
配
慮
を
拒
否
し
よ
う
と

し
た
経
緯
を
分
析
す
）
56
（

る
。

　

カ
ナ
ダ
の
連
邦
最
高
裁
判
例
の
中
で
は
、
市
が
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
改
正
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
で
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
礼
拝
所
の
建

設
が
阻
害
さ
れ
、
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
争
わ
れ
た
ラ
フ
ォ
ン
タ
ニ
判
決
（Jéhova de St-Jérôe-Lafontaine v. Lafonta

）
57
（nie

）

の
反
対
意
見
で
ル
ベ
ル
（Louis LeBel

）
裁
判
官
が
明
確
に
厳
格
な
国
家
の
中
立
性
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ル
ベ
ル
裁
判
官
は
、
国
家

の
中
立
性
は
、
国
家
と
宗
教
の
厳
格
な
分
離
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
信
教
の
自
由
の
法
的
枠
組
み
を
保
障
す
る
こ
と
が
我
々
の
役
割

で
あ
り
、
宗
教
的
共
同
体
に
特
別
な
便
宜
を
図
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
）
58
（

う
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
見
解
は
反
対
意
）
59
（
見
で
し
か
な
い
。
極
め
て
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
両
親
が
、
学
校
で
の
義
務
的
な
倫
理
・
宗
教
文

化
の
授
業
が
宗
教
的
信
念
を
子
供
に
伝
え
る
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
Ｓ
Ｌ
判
決
（SL v. Com

m
ission scolaire 
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des Chê

）
60
（nes

）
に
お
い
て
、
ル
ベ
ル
裁
判
官
ら
の
主
張
す
る
「
絶
対
的
中
立
（absolute neutral

）
61
（ity

）」
で
は
な
く
、「
国
家
が
特
定
の
宗
教

的
選
好
を
持
っ
て
は
な
ら
な
）
62
（

い
」
と
い
う
意
味
で
の
国
家
の
中
立
性
が
全
員
一
致
の
多
数
意
見
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に

お
け
る
国
家
の
中
立
性
理
解
は
「
非
絶
対
的
中
立
性
（non-absolute neutral

）
63
（ity

）」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

中
立
性
理
解
は
、「
少
数
派
の
権
利
の
承
認
と
カ
ナ
ダ
社
会
が
多
文
化
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
基
づ
く
」
も
の
な
の
で
あ
）
64
（
る
。

　

ま
た
、
ム
ー
ン
は
、「
合
理
的
配
慮
は
お
そ
ら
く
、
歴
史
的
に
支
配
的
な
グ
ル
ー
プ
の
宗
教
的
実
践
は
社
会
的
相
互
作
用
（social 

interaction

）
を
形
成
し
て
お
り
、
す
で
に
公
共
政
策
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
」。
そ
し
て
そ
れ
は
、

「
宗
教
的
少
数
派
の
疎
外
感
（alienation

）」
等
を
避
け
る
と
い
う
要
求
に
も
依
拠
し
て
い
る
と
い
）
65
（

う
。
さ
ら
に
、
バ
ー
バ
ー
（Faisal 

Bhabha

）
は
、
合
理
的
配
慮
の
核
心
を
差
別
と
闘
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
、
全
て
の
者
が
自
由
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
を
作
り
出

す
発
想
で
あ
る
と
位
置
付
け
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
理
は
「
再
分
配
の
形
態
」（form

 of redistribution

）」
で
あ
る
と
す
）
66
（
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
中
立
性
理
解
が
、「
少
数
派
の
権
利
の
承
認
と
カ
ナ
ダ
社
会
が
多
文
化
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
基
づ

く
」、「
非
絶
対
的
中
立
性
」
で
あ
る
限
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
（
国
家
の
中
立
性
）
の
相
克
と
い
う
問
題
は
、

国
家
の
中
立
性
を
、
少
数
派
の
宗
教
的
実
践
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
に
好
意
的
な
中
立
性
理
解
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
で
、
克
服
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
稿
で
の
検
討
の
結
果
と
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
主
要
な
目
的
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
合

理
的
配
慮
の
法
理
の
構
造
と
限
界
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
合
理
的
配
慮
の
実
践
は
、
少
数
派
に
対
す
る
配
慮
の
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
か
ら
こ
の
法
理
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
人
権
法
上
の
議
論
を
参
照
し
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
と
は
、
現
行
の
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法
規
範
を
無
効
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
法
規
範
か
ら
の
個
別
の
適
用
免
除
を
典
型
と
す
る
厳
格
な
適
用
を
緩
和
す
る
法
理
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
過
度
の
負
担
」
と
い
う
限
界
点
を
定
め
る
基
準
を
伴
っ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、
憲
章
上
の
信
教
の
自
由
の

ケ
ー
ス
を
概
観
し
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
の
適
用
さ
れ
る
射
程
や
限
界
点
へ
の
示
唆
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
は
、

現
状
で
は
、
行
政
決
定
が
争
わ
れ
る
場
面
で
適
用
さ
れ
る
行
政
裁
量
統
制
の
手
法
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
留
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
）
67
（
た
。
さ

ら
に
、
重
要
な
対
抗
法
益
が
存
在
す
る
場
合
や
、
他
者
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
場
合
、
法
規
範
の
核
心
に
触
れ
る
場
合
に
合
理
的
配
慮

は
限
界
付
け
ら
れ
得
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
他
方
で
、
カ
ナ
ダ
で
は
合
理
的
配
慮
を
行
う
こ
と
が
国
家
の
中
立
性
原
則
と
衝
突
す
る
か
、

と
い
う
問
題
に
対
し
て
国
家
の
中
立
性
を
「
非
絶
対
的
中
立
性
」
と
捉
え
る
こ
と
で
克
服
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。

　

合
理
的
配
慮
の
法
理
が
以
上
の
よ
う
な
構
造
と
限
界
を
有
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
そ
の
限
界
に
関
す
る
衡
量
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
合
理
的
配
慮
を
為
す
こ
と
が
少
数
派
に
対
す
る
配
慮
の
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

本
稿
の
冒
頭
で
示
し
た
よ
う
に
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
は
、「
現
存
す
る
体
制
」
の
温
存
を
前
提
と
す
る
の
で
「
真
の
平
等
」
で
は
な

い
と
す
る
見
解
か
ら
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
リ
ベ
ラ
ル
で
多
文
化
主
義
的
な
信
教
の
自
由
解
釈
そ
の
も
の
に
根
本

的
な
疑
義
を
呈
す
る
こ
の
立
場
か
ら
の
批
判
に
応
答
し
な
け
れ
ば
、
多
様
な
価
値
観
の
調
整
方
法
と
し
て
合
理
的
配
慮
を
擁
護
す
る
に
は

不
十
分
で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
に
対
す
る
応
答
の
一
つ
と
し
て
、
本
稿
で
は
さ
し
て
注
目
し
な
か
っ
た
が
、
合
理
的
配
慮
の
手
続
的
側

面

―
「
熟
議
と
調
査
の
プ
ロ
セ
ス
」

―
に
多
文
化
主
義
的
な
「
対
話
」
の
原
理
を
読
み
込
ん
だ
憲
法
解
釈
を
行
う
こ
と
で
、
制
度
変

更
に
よ
ら
ず
と
も
、「
真
の
平
等
」
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
が
あ
り
得
）
68
（
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
合
理
的
配
慮
の

法
理
の
擁
護
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
筆
者
に
は
重
要
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
付
記
〕
本
研
究
は
平
成
二
七
―
二
八
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
助
成
事
業
（15J07675

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。



カナダにおける信教の自由と合理的配慮の法理

235

（
1
）  

例
え
ば
、
バ
ー
ガ
ー
（Benjam

in L. Berger

）
は
、「
…
…
深
い
多
元
主
義
（deep pluralism

）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
社
会
に
お
い

て
、
法
の
役
割
は
、
寛
容
と
合
理
的
配
慮
と
い
う
二
つ
の
重
要
な
道
具
の
管
理
者
な
い
し
使
用
者
と
し
て
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
多

文
化
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
認
識
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
バ
ー
ガ
ー
自
身
は
こ
う
し
た
見
解
に

批
判
的
な
目
を
向
け
る
。Benjam

in L. Berger, Law

’s Religion （Toronto: U
niversity of Toronto Press, 2015

） at 12.
（
2
）  M

ultani v. Com
m
ission scolaire M

arguerite-Bourgeoys ﹇2006

﹈ 1 S.C.R.256 ﹇M
ultani

﹈.

（
3
）  
こ
う
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
社
会
学
な
い
し
ケ
ベ
ッ
ク
研
究
を
中
心
に
多
く
の
指
摘
が
為
さ
れ
て
い
る
。
関
連
し
て
い
う
と
、
合

理
的
配
慮
に
関
す
る
議
論
は
、
法
的
領
域
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
飯
笹
佐
代
子
「
多
文
化

社
会
ケ
ベ
ッ
ク
、
共
存
の
模
索
」
ケ
ベ
ッ
ク
研
究
創
刊
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
二
頁
以
下
、
仲
村
愛
「
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
『
和
解
』
の
原
理
」
ケ

ベ
ッ
ク
研
究
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
〇
頁
以
下
参
照
。

（
4
）  Paul H

orw
itz, 

“The Sources and Lim
its of Freedom

 of Religion in a Liberal D
em

ocracy: Section2 （a

） and Beyond

”, （1996

） 
54 U

T. Fac. L. Rev. 1 at 2.

（
5
）  D

ieter G
rim

m
, 

“Conflicts Betw
een G

eneral Law
s and Religious N

orm

”, （2009

） 30 Cardozo L. Rev. 2369 at 2370 -71. 

グ
リ
ム

に
よ
る
と
、
近
年
の
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
西
洋
社
会
と
異
な
る
文
化
を
持
つ
移
民
（
主
に
ム
ス
リ
ム
移
民
）
の
流
入
を
主
な
原

因
と
す
る
「
宗
教
の
復
権
」
に
伴
い
、
一
般
的
な
法
規
範
と
宗
教
的
規
範
の
衝
突
に
関
連
す
る
議
論
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。
ド
イ

ツ
に
お
け
る
多
文
化
状
況
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
一
久
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
文
化
社
会
と
憲
法
」
憲
法
問
題
二
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
六
頁
以

下
を
参
照
。

（
6
）  Sara W

einrib, 

“An Exem
ption for Sincere Believers: The Challenge of Alberta v. H

utterian Brethren of W
ilson Colony

”, 

（2011

） 56 M
cG

ill L. J. 719 at 723.

（
7
）  

ム
ル
タ
ニ
判
決
以
降
の
議
論
の
過
熱
は
、
世
論
の
こ
う
し
た
反
応
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
批
判
に

呼
応
す
る
形
で
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
実
態
を
調
査
す
べ
く
設
立
さ
れ
た
の
が
、
ブ
シ
ャ
ー
ル
=
テ
イ
ラ
ー
委
員
会
で
あ
る
。

See, G
érard Bouchard &

 Charles Taylor, Building the Future: A
 Tim

e for Reconciliation （G
overnm

ent of Q
uebec, 2008

）.

（
8
）  

こ
の
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、
バ
ー
ガ
ー
や
ビ
ア
マ
ン
（Lori G. Beam

an

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。See, Berger, supra note 1; Lori G. 

Beam
an, 

“It W
as All Slightly U

nreal: W
hat

’s W
rong w

ith Tolerance and Accom
m
odation in the Adjudication of Religious 

Freedom

”, （2011

） 23 Can. J. W
om

en &
 L. 442.



法学政治学論究　第110号（2016.9）

236

（
9
）  

な
お
、
“reasonable

” 

と
い
う
形
容
詞
が
つ
く
理
由
は
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
が
こ
の
法
理
を
最
初
に
持
ち
込
ん
だ
際
に
こ
の
用
語
を
使
用
し

た
た
め
で
あ
り
、
特
別
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
。See, D

avid M
. Lepofsky, 

“The D
uty to Accom

m
odate: 

A Purposive Approach

”, （1993

） 1 Can. Lab. L. J. 1 at 18.
（
10
）  
な
お
、
障
害
者
差
別
の
文
脈
で
は
「
合
理
的
配
慮
」
が
定
訳
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
と
り
わ
け
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
を
め

ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、「
合
理
的
配
慮
」
の
「
配
慮
」
と
い
う
用
法
は
こ
の
議
論
の
正
確
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
さ
な
い
と
ケ
ベ
ッ
ク
研
究
者
ら

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
彼
（
女
）
ら
が
主
張
す
る
の
は
「
妥
当
な
る
調
整
」
な
い
し
「
妥
当
な
和
解
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た

表
現
は
、
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
議
論
に
参
加
す
る
当
事
者
は
対
等
で
あ
る
べ
き
と
す
る
ブ
シ
ャ
ー
ル
=
テ
イ
ラ
ー
委
員
会
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
適

切
に
汲
み
取
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
法
学
的
用
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
不
用
意
に
議
論
を
錯
綜
さ
せ
る
恐
れ
も
あ
る
た

め
本
稿
で
は
こ
う
し
た
表
記
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
障
害
者
差
別
の
文
脈
に
つ
い
て
は
、
植
木
敦
『
障
害
の
あ
る
人
の
権
利
と
法
』（
日
本 

評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）、
杉
山
有
沙
『
障
害
差
別
禁
止
の
法
理
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）、
長
谷
川
珠
子
「
日
本
に
お
け
る
『
合
理
的
配

慮
』
の
位
置
づ
け
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
五
六
巻
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
五
頁
以
下
、
さ
ら
に
法
律
時
報
八
七
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
の
小

特
集
「
差
異
と
配
慮
の
交
差

―
障
害
者
へ
の
合
理
的
配
慮
」
の
各
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

（
11
）  Sujit Choudhry, 

“Rights Adjudication in a Plurinational State: The Suprem
e Court of Canada, Freedom

 of Religion, and the 
Politics of Reasonable Accom

m
odation

”, （2013

） 50 O
sgoode H

all L. J. 575 at 598.

（
12
）  Ibid. at 598 -599.

（
13
）  O

ntario H
um

an Rights Com
m
ission and Theresa O

’Malley v. Sim
psons-Sears Ltd. ﹇1985

﹈ 2 S.C.R.536 ﹇O

’Malley

﹈. 

以
下
本
文

中
で
の
引
用
頁
は
括
弧
内
に
記
す
。

（
14
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Jam

ie G. Knight, M
ichael D. Failes, Laura Karabulut, Canadian H

um
an Rights A

ct （Toronto: Carsw
ell, 

2011

）
を
参
照
し
た
。

（
15
）  Canadian H

um
an Rights Act, R.S.C. 1985, c. H

-6.

（
16
）  

例
え
ば
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
人
権
法
は
、H

um
an Rights Code, R.S.O. 1990, c. H

.19

で
あ
り
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
も

の
は
、H

um
an Rights Code, RSBC 1996, c. 210

で
あ
る
。

（
17
）  Beam

an, supra note 8, at 443; Shelagh D
ay &

 G
w
en Brodsky, 

“The D
uty to Accom

m
odate: W

ho W
ill Benefit?

”, （1996

） 75 
Can. Bar. Rev. 433.

な
お
、
他
の
二
つ
の
判
決
は
、K.S.Bhinder v. The Canadian N

ational Railway Com
pany, ﹇1985

﹈ 2 S.C.R. 561
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と
、Central A

lberta D
aily Pool v. A

lberta, ﹇1990

﹈ 2 S.C.R. 489

で
あ
る
。

（
18
）  

オ
マ
リ
ー
判
決
に
お
け
る
事
実
の
詳
細
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
原
告
の
オ
マ
リ
ー
は
、
デ
パ
ー
ト
の
婦
人
服
売
り
場
で
フ
ル
タ
イ
ム

の
職
に
就
い
て
い
た
。
こ
の
デ
パ
ー
ト
の
婦
人
服
部
門
は
、
木
曜
日
か
ら
土
曜
日
に
か
け
て
が
繁
忙
日
で
あ
り
、
と
り
わ
け
夕
方
が
繁
忙
時
間
で

あ
る
た
め
、
そ
の
売
り
場
の
労
働
条
件
と
し
て
、
金
曜
日
は
交
代
制
の
勤
務
が
、
土
曜
日
は
三
回
の
土
曜
日
の
う
ち
二
回
の
出
勤
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
オ
マ
リ
ー
は
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
に
入
信
し
た
た
め
彼
女
は
自
身
の
信
仰
に
反
し
な
い
限
り
、
金
曜
日
と
土
曜
日
に
つ
い
て
勤
務

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
オ
マ
リ
ー
の
上
司
は
、
繁
忙
日
に
働
け
な
い
場
合
、
解
雇
も
あ
り
得
る
と
し
た
も
の
の
、
彼

女
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
勤
務
を
認
め
た
。
そ
の
後
、
彼
女
は
、
結
婚
に
よ
り
自
主
退
職
す
る
ま
で
の
約
九
か
月
間
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
と
し
て
勤
務
し
た
。
オ
マ
リ
ー
は
、
上
司
の
採
っ
た
措
置
が
信
条
（
宗
教
）
に
基
づ
く
差
別
で
あ
り
、
九
か
月
間
分
の
フ
ル
タ
イ
ム

と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と
の
間
の
給
与
の
差
額
を
求
め
た
の
で
あ
る
。O

’Malley, supra note 13, at 539 -542.

（
19
）  

な
お
当
時
の
人
権
法
の
規
定
に
、
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
裁
判
官
は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
人
権
法

の
前
文
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
人
権
法
は
差
別
の
根
絶
を
目
的
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
人
権
法
の
目
的
的
解
釈
か
ら
合
理
的
配
慮
の

法
理
を
導
い
て
い
る
。
な
お
現
在
の
連
邦
人
権
法
に
は
、
合
理
的
配
慮
の
規
定
が
存
在
す
る
。See, Canadian H

um
an Rights Act, supra 

note 15, s.15.

（
20
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
民
権
法
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
山
口
智
「
信
仰
と
法
規
制

―
ア
メ
リ
カ
法
の
議

論
か
ら
」
神
戸
外
大
研
究
叢
書
五
五
号
（
二
〇
一
五
年
）
の
第
三
章
を
参
考
に
し
て
い
る
。
な
お
、
カ
ナ
ダ
人
権
法
上
の
合
理
的
配
慮
は
、
ア
メ

リ
カ
の
公
民
権
法
上
の
宗
教
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
中
川
純
「
障
害
者
に
対
す
る
雇

用
上
の
『
便
宜
的
措
置
義
務
』
と
そ
の
制
約
法
理

―
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
の
比
較
研
究
（
一
）」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
三
九
巻
二
号
（
二

〇
〇
三
年
）
一
八
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
21
）  Central O

kanagan School D
istrict N

o. 23 v. Renaud, ﹇1992

﹈ 2 S.C.R. 970 ﹇Renaud

﹈. 

な
お
、
本
文
中
で
の
引
用
頁
は
括
弧
内
に
記

す
。

（
22
）  

レ
ナ
ウ
ド
判
決
の
事
実
の
詳
細
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
Ａ
を
信
仰
す
る
レ
ナ
ウ
ド
は
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の

オ
カ
ナ
ガ
ン
地
区
の
小
学
校
で
、
学
校
施
設
の
管
理
人
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。
管
理
人
の
勤
務
日
程
は
月
曜
か
ら
金
曜
の
午
後
で
あ
り
、
ま
た
、

当
該
小
学
校
は
金
曜
日
の
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
、
体
育
館
を
一
般
に
開
放
し
て
お
り
、
管
理
人
は
、
そ
の
貸
し
出
し
時
間
中
、
施
設
管
理
と
緊

急
事
態
に
備
え
る
た
め
、
校
内
に
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
労
働
条
件
は
、
労
働
組
合
と
教
育
委
員
会
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
た
労
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働
協
約
に
お
い
て
も
定
め
ら
れ
て
お
り
、
金
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
一
一
時
ま
で
の
時
間
は
、
一
人
の
管
理
人
が
そ
の
職
務
に
あ
た
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
。
レ
ナ
ル
ド
は
Ｓ
Ｄ
Ａ
を
信
仰
し
て
い
る
た
め
、
金
曜
日
の
午
後
の
シ
フ
ト
に
つ
い
て
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
教
育
委
員
会
に
申

し
出
た
。
教
育
委
員
会
は
現
実
的
な
配
慮
（viable accom

m
odation

）
と
し
て
、
レ
ナ
ウ
ド
の
た
め
に
特
別
に
日
曜
か
ら
木
曜
ま
で
の
シ
フ
ト

を
創
設
し
よ
う
と
し
た
が
、
労
働
組
合
が
特
別
な
シ
フ
ト
の
作
成
に
反
対
し
、
レ
ナ
ウ
ド
は
解
雇
さ
れ
た
。See, ibid. at 976 -977.

（
23
）  
レ
ナ
ウ
ド
判
決
の
ソ
ン
ピ
カ
裁
判
官
法
廷
意
見
は
、
合
理
的
配
慮
を
行
う
義
務
が
労
働
組
合
に
も
課
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
点
で
も
重
要
で
あ

る
。See, Brian Etherington, 

“The H
um

an Rights Responsibilities of U
nions: Central O

kanagan School D
istrict N

o. 23 v. Re-
naud

”, （1994
） 2 Can. Lab. L. J. 267.

（
24
）  

ハ
ー
デ
ィ
ソ
ン
判
決
は
、
土
曜
日
を
安
息
日
と
す
る
宗
派
（W

orldw
ide Church of G

od

）
に
属
す
る
労
働
者
と
雇
用
者
の
要
求
す
る
勤
務

日
程
と
の
間
で
生
じ
た
紛
争
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
ホ
ワ
イ
ト
（Byron Raym

ond W
hite

）
裁
判
官
は
、
他
の
労

働
者
を
ハ
ー
デ
ィ
ソ
ン
（
原
告
）
の
代
わ
り
に
配
置
す
る
こ
と
、
及
び
割
増
賃
金
を
支
払
う
こ
と
で
、
他
の
労
働
者
を
土
曜
日
の
シ
フ
ト
に
配
置

で
き
る
と
す
る
代
替
案
は
、
と
も
に
、「
他
業
務
の
効
率
性
の
喪
失
」、「
高
賃
金
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
雇
用
者
に
「
過
度
の
負
担
」
を
負
わ

せ
る
と
判
断
し
、「
ハ
ー
デ
ィ
ソ
ン
に
土
曜
日
の
休
暇
を
与
え
る
た
め
に
、
無
視
で
き
る
程
度
を
超
え
る
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
雇
用
者
に
求

め
る
こ
と
は
過
度
の
負
担
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。Trans W

orld A
irlines v. H

ardison, 432 U.S. 63 （1977

）.

（
25
）  

山
本
健
人
「『
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
』
に
基
づ
く
憲
法
解
釈
の
一
側
面

―
信
教
の
自
由
に
お
け
る
『
承
認
』
の
原
理
を
中
心
に
」
法
学
政

治
学
論
究
一
〇
七
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
二
―
四
三
頁
。

（
26
）  British Colum

bia

（Public Service Em
ployee Relation Com

m
ission

） v. B.C.G
.E.U

 

﹇1999

﹈ 3 S.C.R. 3 

﹇M
eiorin

﹈. 

以
下
本
文
中

の
引
用
は
頁
を
括
弧
内
に
記
す
。
本
件
は
、
女
性
森
林
消
防
士
と
し
て
三
年
間
勤
務
し
て
お
り
、
何
の
問
題
も
な
く
働
い
て
い
た
メ
イ
オ
リ
ン

（
当
事
者
）
が
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
政
府
が
採
用
し
た
森
林
消
防
士
に
対
す
る
体
力
テ
ス
ト
の
内
、
有
酸
素
消
費
量
（
持
久

走
）
の
テ
ス
ト
に
合
格
で
き
ず
、
森
林
消
防
士
と
し
て
勤
務
す
る
た
め
の
基
礎
体
力
不
足
と
し
て
解
雇
さ
れ
た
た
め
、
彼
女
の
属
す
る
労
働
組
合

が
当
該
体
力
テ
ス
ト
は
間
接
差
別
を
構
成
す
る
と
主
張
し
た
事
例
で
あ
る
。
な
お
、
本
判
決
を
含
め
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
間
接
差
別
に
つ
い
て
の

先
行
研
究
と
し
て
、
白
水
隆
「
憲
法
上
の
平
等
権
概
念
と
間
接
差
別

―
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
て
（
一
）
―
（
三
・
完
）」
法
学

論
業
一
七
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
九
頁
以
下
、
同
一
七
一
巻
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
七
頁
以
下
、
同
一
七
一
巻
五
号
（
二
〇
一
二
年
）

六
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
27
）  Brian Etherington, 

“Central A
lberta D

airy Pool: The Suprem
e C

ourt of C
anada

’s Latest W
ord on The D

uty to 
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Accom
m
odate

”, （1992

） 1 Can. Lab. L. J. 311, at 327 -328.

（
28
）  Lepofsky, supra note 9, at 11 -14.

（
29
）  Ibid.

（
30
）  Canadian Charter of Rights and Freedom

s, Part I of the Constitution Act, 1982, s.1. 

高
橋
和
之
編
『
世
界
憲
法
集
〔
新
版
〕』（
岩

波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）
の
佐
々
木
雅
寿
を
参
照
。

（
31
）  R v. O

akes, 

﹇1986

﹈ 1 S.C.R.103 

﹇O
akes

﹈. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
雅
寿
「
カ
ナ
ダ
憲
法
に
お
け
る
比
例
原
則
の
展
開
」
北
大
法

学
論
集
六
三
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
〇
四
頁
以
下
参
照
。

（
32
）  Syndicat N

orthcrest v. A
m
selem

, ﹇2004

﹈ 2 S.C.R. 551 ﹇Am
selem

﹈.

（
33
）  

本
件
は
、
私
的
な
ア
ク
タ
ー
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
た
め
、
カ
ナ
ダ
憲
章
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
法
廷
意
見
は
、
本
件
に
適
用
さ
れ
る
ケ
ベ
ッ

ク
憲
章
の
保
障
す
る
信
教
の
自
由
の
原
理
は
、
カ
ナ
ダ
憲
章
上
の
信
教
の
自
由
に
も
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。See, ibid, para. 37. 

な
お
、
ケ
ベ
ッ

ク
憲
章
の
信
教
の
自
由
と
カ
ナ
ダ
憲
章
の
信
教
の
自
由
を
同
一
の
も
の
と
み
な
す
見
解
は
、
近
年
も
同
様
で
あ
る
。See, M

ouvem
ent laïque 

québécois v. Saguneay, 2015 SCC 16.

（
34
）  

な
お
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
に
対
す
る
主
観
主
義
と
多
文
化
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
25
）、
五
三
―
五
七
頁
を
参
照
。

（
35
）  M

ultani, supra note 2. 

以
下
本
文
中
の
引
用
頁
は
括
弧
内
に
記
す
。
な
お
、
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
栗
田
佳
泰
「
判
批
」
富
大
経
済
論
集

五
八
巻
二
・
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
四
四
五
頁
以
下
参
照
。

（
36
）  

実
際
、
カ
ー
パ
ン
を
身
に
着
け
る
こ
と
を
諦
め
る
か
、
公
立
学
校
に
通
う
こ
と
を
諦
め
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
結
果
、
ム
ル
タ
ニ
は
自
身
の

宗
教
上
の
義
務
に
従
う
こ
と
を
選
択
し
私
立
学
校
に
通
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、「
学
校
で
カ
ー
パ
ン
を
身
に
着
け
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
ム
ル
タ
ニ
は
公
立
学
校
に
通
学
す
る
権
利
を
奪
わ
れ
た
」
の
で
あ
る
。

（
37
）  A

lberta v. H
utterian Brethren of W

ilson Colony, 
﹇2009
﹈ 2 S.C.R. 567 

﹇W
ilson Colony

﹈. 

以
下
本
文
中
で
は
引
用
頁
を
括
弧
内
に

記
す
。

（
38
）  O

perator Licensing and Vehicle Control Regulation, Alta. Reg. 320/2002, s.14 （1

）（b

）.

（
39
）  

フ
ッ
タ
ー
ラ
イ
ト
は
、
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
や
メ
ノ
ナ
イ
ト
と
い
っ
た
再
洗
礼
派
と
同
様
の
宗
教
的
教
義
を
有
す
る
が
、
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
ほ
ど
現
代

的
な
便
利
さ
を
否
定
し
て
お
ら
ず
、
移
動
手
段
と
し
て
自
動
車
を
使
用
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
病
院
に
行
く
た
め
や
共
同
体
内
で
の
消
防
活
動
を

行
う
た
め
、
商
業
活
動
を
行
う
た
め
に
自
動
車
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。W

ilson Colony, supra note 37, at para. 118.
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（
40
）  

本
件
に
は
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
ら
に
よ
る
興
味
深
い
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

（
41
）  Richard M

oon, 

“Accom
m
odation W

ithout Com
prom

ise: Com
m
ent on A

lberta v. H
utterian Brethren of W

ilson Colony

”, 

（2010

） 51 S.C.L.R. （2d

） 95, at 102.
（
42
）  R v. N

S, ﹇2012

﹈ 3 S.C.R.726 ﹇N
S

﹈. 

以
下
本
文
中
で
の
引
用
頁
は
括
弧
内
に
記
す
。

（
43
）  Faisal Bhabha, 

“R. v. N.S.: W
hat is Fair in a Trial? The Suprem

e Court of Canada

’s D
ivided O

pinion on The N
iqab in The 

Courtroom

”, （2013

） 50 Alta. Law
 Rev. 871, at 871.

（
44
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
に
か
か
る
予
審
裁
判
官
（prelim

inary inquiry judge

）
は
Ｎ
Ｓ
の
信
仰
は
「
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
」
と
し
て
ニ

カ
ブ
を
取
る
よ
う
命
じ
て
い
た
。
こ
れ
は
以
前
に
Ｎ
Ｓ
が
、
女
性
警
官
の
前
で
運
転
免
許
証
の
た
め
に
ニ
カ
ブ
を
取
っ
て
写
真
に
写
っ
た
こ
と
を

理
由
と
し
て
い
た
が
、
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、
ア
ム
セ
ル
ム
・
テ
ス
ト
は
信
仰
の
「
真
摯
さ
」
を
判
断
す
る
も
の
で
、
そ
の
「
強
さ

（strong

）」
を
判
断
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
段
階
で
、
信

仰
の
「
強
さ
」
が
関
係
す
る
と
い
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
曖
昧
で
あ
る
。R v. N

S Prelim
inary order of W

eism
an J, 16 O

ctober 
2008, O

N
 Ct （Prov D

iv

）. 
た
だ
し
、
こ
の
予
審
裁
判
官
の
判
断
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
（unpublished

）
の
で
、See, Vrinda N

arain, 

“The 
Place of the N

iqab in the Courtroom

”, （2015

） 9 ICL Journal 41 at 42.; N
S, supra note 42, paras.11 -14.

（
45
）  W

ilson Colony, supra note 37, para. 134.

（
46
）  Ibid. at para. 115.

（
47
）  Ibid. at para. 163.

（
48
）  M

oon, supra note 41, at 106.

（
49
）  Ibid. at 99.

（
50
）  Ibid. at 97.

（
51
）  M
ultani, supra note 2, at para. 57 -59.

（
52
）  Richard M

oon, Freedom
 of Conscience and Religion 

（Toronto: Irw
in law

 Inc., 2014

） at 103. 

Ｎ
Ｓ
判
決
の
法
廷
意
見
に
対
す
る

こ
う
し
た
理
解
は
、
バ
ー
バ
ー
（Faisal Bhabha

）
や
ナ
レ
イ
ン
（Vrinda N

arain

）
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
の

反
対
意
見
は
、
本
件
が
性
的
暴
行
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
ニ
カ
ブ
着
用
を
許
可
す
る
合
理
的
配
慮
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

See, Bhabha, supra note 43 at 878 -879; N
arain, supra note 44 at 58 -59.
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（
53
）  M

ultani, supra note 2, at para. 78 -79.

（
54
）  

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
（
宗
教
活
動
の
自
由
）
の
文
脈
で
、「
合
理
的
配
慮
（accom

m
odation

）」
と
表
記
す
る
先
行
研
究
は
管
見

の
限
り
見
ら
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
指
す
場
合
も
合
理
的
配
慮
と
記
す
こ
と
と
す
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

長
岡
徹
「
宗
教
に
対
す
る
便
宜
供
与

―
マ
コ
ネ
ル
（M

ichael W
. M

cConnell

）
教
授
の
所
説
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
佐
藤
幸
治
先
生
還
暦
記

念
『
現
代
立
憲
主
義
と
司
法
権
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
四
〇
一
頁
以
下
、
山
崎
英
壽
「
宗
教
に
対
す
る
便
宜
供
与
」
憲
法
理
論
研
究
会

編
『
憲
法
基
礎
理
論
の
再
検
討
』（
敬
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
五
頁
以
下
。
と
り
わ
け
、
宗
教
の
自
由
回
復
法
（RFRA

）
制
定
以
後
の
展
開

を
踏
ま
え
る
も
の
と
し
て
、
小
林
祐
紀
「
信
教
の
自
由
と
司
法
の
優
越
」
大
沢
秀
介
・
大
林
啓
吾
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
の
物
語
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
四
年
）
五
九
七
頁
以
下
。
ま
た
、
宗
教
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
を
世
俗
的
良
心
に
拡
張
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、

森
口
千
弘
「
宗
教
条
項
の
再
定
位

―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
世
俗
的
良
心
の
保
護
理
論
」
早
稲
田
法
学
会
誌
六
五
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
五

九
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
そ
こ
で
の
森
口
の
問
題
関
心
は
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。See, M

oon, supra note 52, ch7.

（
55
）  

野
坂
泰
司
「
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
と
信
教
の
自
由
」
立
教
法
学
三
七
巻
（
一
九
九
二
年
）
一
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法　

第
六
版
』

（
新
世
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
九
六
―
一
九
九
頁
。

（
56
）  Choudhry, supra note 11.

（
57
）  Congrégation des tém

oins de Jéhova de St-Jérôe-Lafontaine v. Lafontanie 

﹇2004

﹈ 2 S.C.R. 650. 

な
お
、
本
判
決
で
は
憲
法
判
断

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
58
）  Ibid. at pare. 54.

（
59
）  

チ
ョ
ー
ド
リ
ー
に
よ
る
と
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
か
ら
発
生
し
た
信
教
の
自
由
に
関
す
る
（
憲
法
判
断
が
為
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
）
判
例
の
反

対
意
見
の
系
譜
は
、
厳
格
な
国
家
の
中
立
性
と
読
め
る
理
論
を
唱
え
る
こ
と
で
、
合
理
的
配
慮
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
い
う
。
た
だ
し
、

ム
ル
タ
ニ
判
決
の
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
の
結
果
同
意
意
見
は
例
外
で
あ
る
。
彼
女
は
、
本
件
の
よ
う
な
行
政
決
定
に
対
す
る
審
査
に
は
オ
ー
ク
ス
・

テ
ス
ト
で
は
な
く
行
政
法
上
の
分
析
枠
組
み
を
使
用
す
べ
き
だ
と
す
る
。
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
は
、
こ
の
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
の
見
解
は
憲
法
判
断
回
避

の
法
理
（the doctrine of constitutional avoidance

）
と
し
て
の
み
合
理
的
に
理
解
可
能
で
あ
る
と
す
る
。Choudhry, supra note 11, at 
585 -605. See also, Am

selem
, supra note 32; Lafontanie, supra note 57; Bruker v. M

arcovitz, 

﹇2007

﹈ 3 S.C.R.607; M
ultani, 

supra note 2. 

な
お
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
歴
史
的
文
脈
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
富
井
幸
雄
「
カ
ナ
ダ

憲
法
と
世
俗
主
義 

― 

宗
教
、
教
育
、
国
家
（
一
）
―
（
二
・
完
）」
法
学
会
雑
誌
四
九
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
一
頁
以
下
、
四
九
巻
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二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
二
三
頁
以
下
。

（
60
）  SL v. Com

m
ission scolaire des Chênes, ﹇2012

﹈ 1 S.C.R. 235.
（
61
）  Ibid. at para. 31.

（
62
）  Ibid. at para. 32.

（
63
）  Ibid.

（
64
）  Ibid. at para. 21.

（
65
）  M

oon, supra note 41, at 117 -118.

（
66
）  Faisal Bhabha, 

“From
 Saum

ur to L. 

（S.

）: Tracing the Theory and Concept of Religious Freedom
 under Canadian Law

”, 

（2012

） 58 S.C.L.R. （2ed

） 109, at 137 -138.

（
67
）  

本
稿
で
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
法
理
に
つ
い
て
の
論
点
を
網
羅
し
尽
く
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
我
が
国
へ
の
示
唆
を
具
体
的

に
検
討
す
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
、
こ
の
法
理
は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
剣
道
受
講
拒
否
事
件
（
最
判
平
成
八
年
三
月
八
日
民
集
五
〇
巻
三
号
四

六
九
頁
）
で
、
最
高
裁
が
示
し
た
「
行
政
裁
量
審
査
の
密
度
を
深
め
」
る
方
向
性
に
関
連
し
、
そ
こ
で
の
考
慮
要
素
や
行
政
裁
量
統
制
の
程
度
を

精
緻
化
す
る
議
論
と
し
て
参
考
に
な
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
相
克
関
係
に
議
論
が
集
中
す
る
ア
メ
リ

カ
に
比
べ
、
こ
の
論
点
を
（
憲
法
構
造
上
）
克
服
し
易
か
っ
た
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
こ
の
点
の
議
論
が
発
展
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
渡
辺

康
行
・
宍
戸
常
寿
・
松
本
和
彦
・
工
藤
達
朗
『
憲
法
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
九
四
―
九
五
頁
〔
渡
辺
康
行
執
筆
部
分
〕。

　
　
　

た
だ
し
、
宍
戸
常
寿
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
エ
ホ
バ
の
証
人
剣
道
受
講
拒
否
事
件
は
「
人
権
条
項
な
き
憲
法
訴
訟
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。
カ
ナ
ダ
の
憲
法
判
例
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、
憲
法
（
憲
章
）
上
の
権
利
に
よ
っ
て
行
政
裁
量
を
縛
る
こ
と

を
明
示
的
に
論
じ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
宍
戸
常
寿
「
裁
量
論
と
人
権
論
」
公
法
研
究
七
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
〇
頁
。
な
お
、
カ
ナ
ダ
に
お

け
る
行
政
裁
量
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
高
木
康
一
「
行
政
裁
量
と
の
正
当
化

―
カ
ナ
ダ
行
政
法
学
か
ら
視
点
を
ふ
ま
え
て
」
法
学

会
雑
誌
四
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
）
二
八
五
頁
以
下
。

（
68
）  

多
文
化
主
義
的
な
「
対
話
」
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
25
）。「
対
話
」
に
基
づ
く
方
向
性
は
、
ブ
シ
ャ
ー
ル
=
テ
イ
ラ
ー
報
告

の
意
図
や
、
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
憲
法
解
釈
方
法
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。See, Bouchard &

 Taylor, supra note 7; Colleen Sheppard, 

“Inclusion, Voice, and Process-Based Constitutionalism

”, （2012

） 50 O
sgoode H

all L.J. 547.
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山
本　

健
人
（
や
ま
も
と　

け
ん
と
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
１
）

　
　
　
　
　
　

立
正
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
公
法
学
会
、
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会
、
日
本
法
政
学
会

専
攻
領
域　
　

憲
法

主
要
著
作　
　

 「『
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
』
に
基
づ
く
憲
法
解
釈
の
一
側
面

―
信
教
の
自
由
に

お
け
る
『
承
認
』
の
原
理
を
中
心
に
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
七
号
（
二
〇

一
五
年
）


